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一
　
は
じ
め
に

　
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
に
発
生
し
た
大
震
災
に
お
い
て
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
や
ブ
ロ
グ
と
い
っ
た
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
は
、
迅
速
か

つ
広
範
な
情
報
伝
達
機
能
を
も
っ
て
様
々
な
効
用
を
社
会
に
も
た
ら
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
、
デ
マ
ゴ
ー
グ
や
出
所
不
明
の
情
報

の
氾
濫
を
情
報
空
間
に
も
た
ら
す
と
い
う
弊
害
も
生
み
出
し（
1
）た。
こ
う
し
た
弊
害
に
対
し
て
、
改
め
て
組
織
と
し
て
の
プ
レ
ス
機
関
（
＝

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
、
さ
ら
に
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
集
団
）
の
存
在
意
義
が
問
わ
れ
て
い（
2
）る。

　
そ
ん
な
中
、
昨
今
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
プ
レ
ス
を
憲
法
（
特
に
修
正
一
条
）
上
の
「
制
度
（
体
（
3
））」（

本
稿
で
は
“institution

”を
厳
密

な
用
法
で
な
い
こ
と
を
承
知
の
上
で
「
制
度
（
体
）」
と
、
便
宜
上
翻
訳
す（
4
）る。）
と
し
て
積
極
的
に
位
置
づ
け
よ
う
と
試
み
て
い
る
論
者
た
ち
が

い
る
。
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
論
者
た
ち
が
提
唱
す
る
ア
メ
リ
カ
の
「
制
度
的
修
正
一
条
（Institutional First Am

endm
ent

）」
論
を
考

察
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
。

　「
制
度
的
修
正
一
条
」
の
論
者
た
ち
は
、
近
時
の
ア
メ
リ
カ
憲
法
学
に
お
け
る
「
制
度
論
的
転
回
（institutional t

（
5
）

urn

）」
の
流
れ
の
中

で
、
プ
レ
ス
や
大
学
と
い
っ
た
裁
判
所
の
外
に
あ
っ
て
憲
法
価
値
の
実
現
に
寄
与
し
て
い
る
「
言
論
制
度
（
体
）（Speech 

Institutions

）」
を
修
正
一
条
（
言
論
・
表
現
の
自
由
）
の
中
に
積
極
的
に
位
置
づ
け
、
法
解
釈
に
取
り
込
む
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
こ
う
し

た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
既
存
法
理
に
お
け
る
「
制
度
（
体
）
へ
の
無
関
心
（institutionally blind

）」
を
指
摘
し
、
そ
う
し
た
法
理
を
形
成
し

て
き
た
裁
判
所
の
姿
勢
を
批
判
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ま
で
の
司
法
中
心
主
義
的
な
憲
法
解
釈
に
異
議
を
唱
え
、「
誰
が
憲
法
を
解
釈
す

べ
き
か
」
と
い
う
解
釈
主
体
問
題
を
浮
上
さ
せ
た
と
い
え（
6
）る。

本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
理
論
に
対
す
る
若
干
の
検
討
を
も
っ
て
、
プ
レ
ス
の

憲
法
上
の
位
置
づ
け
を
探
究
し
て
い
く
た
め
の
準
備
作
業
と
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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二
　
問
題
の
所
在

　
そ
れ
で
は
ま
ず
、
プ
レ
ス
の
憲
法
上
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
我
が
国
の
判
例
を
紐
解
い
て
み

た
い
。
最
高
裁
は
、
博
多
駅
テ
レ
ビ
フ
ィ
ル
ム
提
出
命
令
事
件
決（
7
）定に

お
い
て
、「
報
道
機
関
の
報
道

0

0

0

0

0

0

0

は
、
民
主
主
義
社
会
に
お
い
て
、

国
民
が
国
政
に
関
与
す
る
に
つ
き
、
重
要
な
判
断
資
料
を
提
供
し
、
国
民
の
『
知
る
権
利
』
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る
。」（
強
調
点
は
執

筆
者
）
と
判
示
し
て
、
報
道
の
自
由
が
憲
法
二
一
条
の
保
障
の
も
と
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
ま
た
「
報
道
が
正
し
い
内
容
を
も
つ
た

め
」
に
、
取
材
の
自
由
に
も
憲
法
的
保
護
が
及
ぶ
こ
と
を
認
め
た
。
当
該
判
決
を
踏
襲
し
た
外
務
省
秘
密
電
文
漏
洩
事
件
決（
8
）定で
は
、
さ

ら
に
「
報
道
機
関
の
国
政
に
関
す
る
取
材
行
為

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
、
…
…
そ
れ
が
真
に
報
道
の
目
的
か
ら
で
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
手
段
・
方
法
が
法
秩

序
全
体
の
精
神
に
照
ら
し
、
相
当
な
も
の
と
し
て
社
会
観
念
上
是
認
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
」（
強
調
点
は
執
筆
者
）
な
ら
ば
、
国
家
公
務
員

法
一
一
一
条
、
一
〇
九
条
一
二
号
の
行
為
の
「
そ
そ
の
か
し
」
の
形
式
上
構
成
要
件
に
該
当
し
た
場
合
で
も
、「
実
質
的
に
違
法
性
を
欠

き
正
当
な
業
務
行
為
」
と
し
て
「
直
ち
に
当
該
行
為
の
違
法
性
が
推
定
さ
れ
る
も
の
と
解
す
る
の
は
相
当
で
は
な
」
い
と
ま
で
判
示
す
る

に
至
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
我
が
国
の
裁
判
所
は
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
し
て
の
報
道
機
関
と
そ
の
構
成
員
た
る
記
者
が
行
う
取
材
行
為
に
対
し

て
、
そ
の
他
の
公
衆
一
般
が
行
う
そ
れ
と
は
一
線
を
画
し
た
憲
法
上
の
特
殊
な
地
位
を
与
え
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
判

決
は
、「
正
当
な
取
材
活
動
の
範
囲
」
を
超
え
た
も
の
か
ど
う
か
の
判
断
に
つ
き
、
①
取
材
の
手
段
・
方
法
が
一
般
の
刑
罰
法
令
に
触
れ

る
行
為
を
伴
う
場
合
と
、
②
法
秩
序
全
体
の
精
神
に
照
ら
し
社
会
通
念
上
是
認
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
態
様
の
も
の
で
あ
る
場
合
と
を
挙

げ
て
お
り
、
特
に
②
の
場
合
に
お
け
る
解
釈
を
裁
判
所
に
よ
る

0

0

0

0

0

0

倫
理
的
判
断
に
依
拠
し
て
お
り
、
プ
レ
ス
が
自
律
的
に
形
成
し
て
い
る
規

範
な
ど
に
沿
っ
て
判
断
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
で
は
実
際
に
現
場
で
取
材
行
為
を
行
う
記
者
た
ち
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
行
為
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（
例
え
ば
男
女
関
係
で
は
な
い
友
人
関
係
の
利
用
）
ま
で
が
「
正
当
な
業
務
行
為
」
と
し
て
憲
法
上
の
保
護
を
受
け
る
の
か
は
っ
き
り
し
な
い

た
め
、
取
材
行
為
の
萎
縮
を
招
い
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
プ
レ
ス
の
内
部
規
範
（
倫
理
規
定
）
に
沿
っ
た
自
律
的
な
判
断
を
積
極
的
に
尊
重
す
る
、
も
し
く
は
当
該
行
為
が
そ

う
し
た
内
部
規
範
に
沿
っ
た
行
為
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
我
が
国
の
最
高
裁
は
い
ま
だ
消
極
的
で
あ
る
よ

う
に
も
見
え
る
の
で
あ
る
。

三
　
ア
メ
リ
カ
憲
法
学
に
お
け
る
制
度
的
修
正
一
条
論

㈠
　
プ
レ
ス
に
関
す
る
既
存
の
判
例
法
理

　
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
判
例
法
理
に
お
い
て
プ
レ
ス
は
い
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
修
正
一
条
に
お
い
て
明
文
上
の
規

定
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
プ
レ
ス
が
当
事
者
と
な
っ
た
事
例
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
の
態
度
は
、
好
意
的
な
も
の
と

は
言
い
難
い
。
取
材
源
秘
匿
特
権
を
争
っ
たBranzburg
連
邦
最
高
裁
判
決
（
一
九
七
二（
9
）年）
は
、「
他
の
市
民
同
様
」、
大
陪
審
の
召
還

令
状
に
応
じ
て
犯
罪
の
実
行
調
査
に
関
す
る
質
問
に
答
え
る
こ
と
は
、
レ
ポ
ー
タ
ー
の
義
務
で
あ
る
と
し
た
。
ま
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
た

ち
に
よ
る
刑
務
所
の
情
報
源
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
争
わ
れ
たPell
連
邦
最
高
裁
判
決
（
一
九
七
四
）
10
（

年
）
で
は
、
先
例
に
従
い
「
修
正
一
条
は
、

公
衆
が
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
情
報
へ
の
プ
レ
ス
の
特
別
な
ア
ク
セ
ス
権
を
保
障
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
。
加
え
て
刑
事

裁
判
事
実
審
理
の
非
公
開
決
定
に
対
し
て
新
聞
記
者
二
名
が
情
報
源
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
求
め
たRichm

ond N
ew
spapers

連
邦
最
高
裁

判
決
（
一
九
八
〇
）
11
（

年
）
に
お
い
て
は
、
結
論
と
し
て
は
事
実
審
過
程
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
認
め
な
が
ら
も
、
プ
レ
ス
は
「
公
衆
の
た
め
の
代

行
者
（surrogates for the public

）」
と
判
示
さ
れ
た
。
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こ
の
よ
う
に
連
邦
最
高
裁
は
、
プ
レ
ス
に
公
衆
一
般
と
は
異
な
る
特
殊
な
憲
法
上
の
地
位
を
与
え
る
こ
と
に
対
し
て
消
極
的
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
シ
ャ
ウ
ア
ー
や
ホ
ー
ウ
ィ
ッ
ツ
と
い
っ
た
論
者
達
は
、
プ
レ
ス
を
修
正
一
条
上
の
「
言
論
制
度
（
体
）」
と
し
て
よ
り

積
極
的
に
位
置
づ
け
、「
制
度
（
体
）」
と
そ
の
構
成
員
に
よ
る
言
論
活
動
や
言
論
に
関
連
す
る
行
為
（
例
え
ば
取
材
行
為
や
情
報
源
の
秘
匿

行
為
）
に
憲
法
的
保
護
を
及
ぼ
す
こ
と
を
試
み
る
の
で
あ
る
。

㈡
　
シ
ャ
ウ
ア
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ

　
そ
う
し
た
「
制
度
的
修
正
一
条
」
論
の
論
者
達
の
中
に
あ
っ
て
「
最
も
成
功
し
て
い
）
12
（

る
」
と
の
評
を
受
け
る
の
が
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・

シ
ャ
ウ
ア
）
13
（
ー
で
あ
る
。
彼
は
、
修
正
一
条
の
「
言
論
」
に
内
在
し
て
い
る
様
々
な
価
値
原
理
に
依
拠
し
た
既
存
法
理
を
批
判
し
、
社
会
的

あ
る
い
は
文
化
的
に
実
在
し
て
き
た
様
々
な
「
制
度
（
体
）」
が
、
修
正
一
条
上
の
価
値
に
「
ふ
さ
わ
し
い
宝
庫
（appropriate 

repositories

）」
と
し
て
言
論
の
自
由
の
特
殊
な
ル
ー
ル
を
設
置
し
て
い
る
点
に
着
目
す
）
14
（
る
。

1　

前
提

　
⑴
　「
ル
ー
ル
」
概
念

　
シ
ャ
ウ
ア
ー
の
制
度
（
体
）
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
、
彼
特
有
の
前
提
が
存
在
す
る
。
彼
は
、
憲
法
・
修
正
一
条
も
含
む
法
一
般
に
お
け
る

「
ル
ー
ル
性
」
を
強
調
し
、
理
論
的
な
基
盤
と
し
て
い
）
15
（

る
。
シ
ャ
ウ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、「
ル
ー
ル
」
と
は
あ
る
目
的
か
ら
あ
る
社
会
内
の
事

象
の
共
通
項
を
括
り
出
し
て
一
般
化
し
固
定
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
必
然
的
に
あ
ら
ゆ
る
「
ル
ー
ル
」
に
は
、
そ
の
適
用
に
お

い
て
過
剰
／
過
少
包
摂
が
生
じ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
が
「
ル
ー
ル
」
の
特
徴
と
な
）
16
（

る
。
ま
た
、
個
別
の
適
用
場
面
に
お
い
て
、
必
要
に
応
じ

て
背
景
に
あ
る
目
的
に
訴
え
る
可
変
的
な
ル
ー
ル
は
、
シ
ャ
ウ
ア
ー
に
言
わ
せ
れ
ば
「
ル
ー
ル
」
で
は
な
い
。
背
景
に
あ
る
目
的
は
重
層

的
で
あ
る
こ
と
が
常
で
あ
り
そ
れ
に
直
接
訴
え
る
こ
と
は
「
ル
ー
ル
」
そ
の
も
の
を
不
安
定
化
さ
せ
る
と
と
も
に
、
ル
ー
ル
設
計
者
が
決

定
し
配
分
し
た
権
限
を
ル
ー
ル
適
用
者
が
独
自
の
判
断
で
超
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
シ
ャ
ウ
ア
ー
の
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「
ル
ー
ル
」
観
は
、
例
外
を
ほ
と
ん
ど
許
さ
な
い
非
常
に
硬
質
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
）
17
（
る
。

　
⑵
　
カ
テ
ゴ
リ
ー

　
シ
ャ
ウ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
修
正
一
条
を
具
体
的
に
保
障
す
る
た
め
の
審
査
基
準
や
テ
ス
ト
も
ま
た
、
修
正
一
条
の
背
景
に
あ
る
諸
価
値

を
守
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
括
り
出
さ
れ
た
「
ル
ー
ル
」
で
あ
る
。
そ
し
て
「
ル
ー
ル
」
の
目
的
に
照
ら
し
て
適
用
対
象
と
な
り
う
る
共

通
項
を
抽
出
し
た
条
件
節
に
あ
た
る
の
が
、「
カ
テ
ゴ
リ
ー
（
範
疇
）」
で
あ
）
18
（

る
。
シ
ャ
ウ
ア
ー
は
、
こ
う
し
た
仲
介
的
な
「
ル
ー
ル
（
と

そ
の
条
件
節
に
当
た
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
）」
を
厳
格
に
適
用
す
る
方
が
、
個
々
の
事
案
に
修
正
一
条
の
諸
価
値
を
直
接
適
用
す
る
よ
り
も
、
か
か

る
価
値
の
促
進
に
効
果
的
で
あ
る
と
考
え
）
19
（

る
。
個
々
の
事
案
に
お
け
る
言
論
に
憲
法
価
値
を
直
接
適
用
す
る
と
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
衡
量
が
行

わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
判
決
の
予
測
が
困
難
に
な
る
上
に
、
裁
判
所
の
恣
意
的
な
裁
量
を
許
す
こ
と
に
な
）
20
（
る
。
そ
の
た
め
ア
メ
リ
カ
の
法

理
に
は
、
個
別
の
事
件
ご
と
の
利
益
衡
量
を
極
力
回
避
す
る
た
め
に
、
硬
質
な
範
疇
化
と
定
義
づ
け
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
体
系
性
を
維

持
す
る
と
い
う
大
き
な
特
徴
が
見
ら
れ
る
と
い
）
21
（
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
連
邦
最
高
裁
は
、「
ス
テ
イ
ト
・
ア
ク
シ
ョ
ン
」、「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
と
い
う
よ
う
に
、
政
府
に
よ
る
規

制
に
焦
点
を
当
て
た
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
を
ト
ッ
プ
・
ダ
ウ
ン
で
形
成
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
形
成
過
程
に
お
い
て
、
社

会
に
存
在
す
る
「
制
度
（
体
）」
の
よ
う
な
言
論
主
体
の
属
性
は
一
部
の
例
）
22
（

外
を
除
い
て
捨
象
さ
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
最
高

裁
の
「
制
度
（
体
）
へ
の
無
関
心
」
的
傾
向
が
指
摘
さ
れ
）
23
（
る
。

　
そ
う
し
た
「
無
関
心
」
は
次
の
よ
う
な
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
。
例
え
ば
、
Ｎ
Ｅ
Ａ
（
全
米
芸
術
基
金
）
や
公
立
図
書
館
と
い
っ
た
諸
制

度
（
体
）
の
構
成
員
は
、
各
々
が
有
す
る
専
門
知
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
特
殊
な
言
論
の
自
由
の
ル
ー
ル
に
基
づ
き
助
成
対
象
を
推
薦
し

た
り
、
購
入
図
書
の
選
別
を
行
っ
て
お
り
、
必
然
的
に
そ
れ
ぞ
れ
が
判
断
に
お
い
て
考
慮
す
る
事
項
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の

よ
う
な
特
殊
な
言
論
の
自
由
の
ル
ー
ル
の
区
別
を
考
慮
せ
ず
に
ト
ッ
プ
・
ダ
ウ
ン
で
一
般
的
に
判
断
を
下
す
と
、
そ
う
し
た
諸
制
度

（
体
）
が
有
す
る
正
当
な
目
的
を
無
視
し
た
結
論
を
導
く
可
能
性
が
高
）
24
（
い
。
そ
こ
で
シ
ャ
ウ
ア
ー
は
、
範
疇
化
と
定
義
づ
け
に
よ
っ
て
体
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系
性
を
維
持
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
「
無
関
心
」
を
解
消
す
る
た
め
に
、「
制
度
（
体
）」
を
社
会
的
な
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
し
て
取
り
入

れ
る
こ
と
を
提
案
す
る
の
で
あ
る
。

2　
「
制
度
（
体
）」
カ
テ
ゴ
リ
ー

　
⑴
　「
制
度
（
体
）」
の
概
念

　
そ
も
そ
も
、
シ
ャ
ウ
ア
ー
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
「
制
度
（
体
）」
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
彼
は
も
っ
ぱ
ら
ド
イ
ツ
の
社
会
学
者
ニ

コ
ラ
ス
・
ル
ー
マ
ン
の
制
度
理
）
25
（
論
を
参
考
に
し
な
が
）
26
（
ら
、
法
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
た
一
定
の
仕
組
み
や
法
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
組
織
と

い
っ
た
法
律
学
上
の
概
念
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
社
会
学
的
な
知
見
に
依
拠
し
て
、「
制
度
（
体
）」
の
概
念
を
形
成
し
て
い
る
。
シ
ャ

ウ
ア
ー
に
よ
る
と
、「
制
度
（
体
）」
は
ま
ず
も
っ
て
人
間
の
介
在
な
く
存
在
す
る
「
自
然
物
（natural kinds

）」（
例
え
ば
金
や
雨
や
皮
膚
の

色
な
ど
）
や
、
人
間
が
作
成
し
た
物
体
（object

）
で
あ
る
「
人
工
物
（artifacts

）」（
例
え
ば
自
動
車
・
油
絵
・
接
着
剤
な
ど
）
と
は
異
な
り
、

人
間
の
創
造
上
の
産
物
で
あ
る
た
め
に
よ
り
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
お
り
、「
ル
ー
ル
と
関
連
性
に
つ
い
て
の
複
合
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
」
か
ら
出
現
し
な
が
ら
徐
々
に
発
展
す
る
と
い
う
特
徴
を
有
す
）
27
（
る
。
か
か
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
心
に
は
、
構
成
員
の
倫
理
と
専
門
性

を
規
律
す
る
ル
ー
ル
が
据
え
ら
れ
て
お
り
、
例
え
ば
、
銀
行
、
大
学
、
新
聞
社
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
と
さ
れ
）
28
（
る
。
こ
う
し
た
諸
制
度

（
体
）
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
家
を
用
い
た
多
種
多
様
な
種
類
の
決
定
が
行
わ
れ
て
い
）
29
（
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
「
制
度

（
体
）」
は
、
社
会
が
進
化
し
て
い
く
過
程
の
中
で
自
制
と
再
生
を
繰
り
返
し
な
が
ら
分
化
し
、
や
が
て
は
社
会
の
要
と
な
っ
て
い
き
、

人
々
は
か
か
る
制
度
（
体
）
が
存
在
す
る
こ
と
で
生
存
が
成
り
立
っ
て
い
く
と
認
識
す
る
よ
う
に
な
る
と
さ
れ
）
30
（
る
。

　
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
シ
ャ
ウ
ア
ー
は
「
制
度
（
体
）」
を
裁
判
所
の
「
外
」
に
あ
る
「
社
会
」
の
中
で
構
成
メ
ン
バ
ー
の
倫
理
と
専
門

職
業
性
を
規
律
す
る
特
殊
な
ル
ー
ル
に
よ
り
自
律
的
に
存
在
し
て
い
る
独
立
体
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
言
え
る
。

　
⑵
　「
制
度
（
体
）」
カ
テ
ゴ
リ
ー

　
シ
ャ
ウ
ア
ー
は
、「
ア
メ
リ
カ
法
な
ら
び
に
言
論
の
自
由
の
伝
統
が
、
制
度
的
特
徴
に
対
し
て
、
根
深
く
か
つ
広
範
な
反
感
を
有
し
て
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い
る
」
こ
と
を
指
摘
し
、「
そ
れ
ら
が
制
度
的
特
徴
の
経
験
的
な
現
実
を
黙
殺
す
る
と
い
う
こ
と
へ
我
々
を
導
く
べ
き
で
は
な
い
」
と
主

張
す
）
31
（

る
。
そ
こ
で
、
社
会
学
的
知
見
に
影
響
を
受
け
た
制
度
観
と
、
過
剰
／
過
少
包
摂
を
特
徴
と
す
る
厳
格
な
ル
ー
ル
観
を
併
せ
持
つ

シ
ャ
ウ
ア
ー
は
、「
制
度
（
体
）
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
を
核
と
す
る
制
度
的
修
正
一
条
論
を
生
み
出
し
）
32
（
た
。

　
制
度
的
修
正
一
条
論
は
、
ま
ず
裁
判
所
や
学
者
と
い
っ
た
法
律
の
専
門
職
集
団
に
対
し
て
、
特
定
の
修
正
一
条
価
値
を
よ
り
良
く
実
現

す
る
「
実
在
す
る
社
会
的
制
度
（
体
）（existing social institutions

）」
を
認
識
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
そ
の
後
に
、
当
該
制
度
（
体
）
の

特
徴
と
そ
の
作
用
が
、
重
要
な
修
正
一
条
の
価
値
に
資
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
理
解
を
も
っ
て
、
そ
れ
ら
言
論
制
度
（
体
）
に
つ
い

て
の
境
界
線
と
行
為
に
対
し
て
特
別
に
配
慮
す
る
こ
と
と
な
）
33
（

る
。

　
こ
の
よ
う
に
シ
ャ
ウ
ア
ー
は
、
社
会
に
存
在
す
る
数
多
の
「
制
度
（
体
）」
の
中
で
も
、
彼
特
有
の
言
葉
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
修
正
一

条
の
オ
ー
ラ
を
ま
と
っ
）
34
（

た
」
言
論
制
度
（
体
）（
例
え
ば
プ
レ
ス
、
大
学
、
図
書
館
、
芸
術
、
選
挙
な
ど
）
を
抽
出
し
て
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て

位
置
づ
け
、
司
法
審
査
の
際
に
は
、
そ
れ
に
依
拠
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
例
え
ば
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
紙
の
よ
う
な
有
力
新
聞
社

か
ら
中
小
の
大
衆
紙
ま
で
、
制
度
（
体
）
内
で
自
主
的
に
行
動
規
則
や
倫
理
規
則
が
設
け
ら
れ
て
い
る
、
も
し
く
は
制
定
法
な
ど
に
よ
っ

て
先
に
母
体
と
な
る
組
織
が
設
け
ら
れ
た
後
に
内
規
と
し
て
規
則
が
整
備
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
修
正
一
条
上
の
制
度
（
体
）
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
あ
て
は
ま
る
こ
と
と
な
）
35
（

る
。

3　

制
度
基
底
ア
プ
ロ
ー
チ

　
こ
の
よ
う
な
制
度
（
体
）
を
基
底
に
お
い
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
依
拠
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
（
以
下
、
制
度
基
底
ア
プ
ロ
ー
チ
）
は
、
法
実
践
の

場
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
も
の
に
な
）
36
（

る
。
ま
ず
、
修
正
一
条
が
扱
う
あ
る
い
は
扱
う
べ
き
諸
価
値
を
設
定
す
る
。
次
に
、
少
な
く
と
も
適

度
に
類
似
性
と
差
異
を
識
別
可
能
な
実
在
の
社
会
的
制
度
（
体
）
が
、
当
該
諸
価
値
に
よ
り
良
く
貢
献
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
分
析
す
る
。

シ
ャ
ウ
ア
ー
に
よ
る
と
、
プ
レ
ス
は
「
政
府
の
権
限
濫
用
に
対
す
る
監
視
と
民
主
的
熟
議
の
促
進
」
と
い
う
修
正
一
条
上
の
価
値
に
仕
え

て
い
る
と
さ
れ
）
37
（
る
。
こ
の
審
査
を
ク
リ
ア
し
た
場
合
は
、
二
次
的
な
審
査
へ
と
進
む
。
二
次
的
審
査
と
は
、「
ス
ピ
ー
ド
違
反
の
標
識
が
、
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運
転
手
が
危
険
な
運
転
を
し
て
い
る
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
制
限
ス
ピ
ー
ド
を
超
え
て
い
る
か
ど
う
か
に
焦
点
を
当
て
る
」
と
い
う
も
の

で
あ
り
、
特
定
の
制
度
（
体
）
を
「
ル
ー
ル
の
よ
う
に
扱
う
作
法
」
に
よ
り
「
類
推
（analogy

）
と
し
て
捉
え
る
」
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
）
38
（

る
。

こ
れ
を
プ
レ
ス
に
あ
て
は
め
る
な
ら
、
例
え
ば
「
も
し
レ
ポ
ー
タ
ー
の
特
権
が
あ
る
と
仮
定
し
た
場
合
、
こ
の
特
権
の
行
使
が
修
正
一
条

上
の
本
質
的
な
目
的
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
む
し
ろ
特
権
を
主
張
し
た
個
人
が
明
確
に
レ
ポ
ー
タ
ー
で
あ
る
か
ど
う
か
を
求
め
る
」
と
い

う
も
の
と
な
）
39
（

る
。

　
こ
の
よ
う
に
制
度
的
修
正
一
条
論
は
、
司
法
審
査
の
際
に
、「
修
正
一
条
の
背
景
的
価
値
を
問
題
の
行
為
に
直
接
適
用
す
る
こ
と
か
ら

離
れ
、
問
題
の
行
為
が
制
度
（
体
）
の
行
為
で
あ
る
か
そ
う
で
な
い
か
に
つ
い
て
の
調
停
的
決
定
（the m

ediating determ
ination

）
に
向

け
ら
れ
た
分
析
へ
と
発
展
す
る
」
の
で
あ
）
40
（

る
。
こ
の
よ
う
な
シ
ャ
ウ
ア
ー
の
提
案
は
、
裁
判
所
が
ト
ッ
プ
・
ダ
ウ
ン
で
形
成
す
る
政
府
規

制
に
焦
点
を
お
い
た
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
や
「
ス
テ
イ
ト
・
ア
ク
シ
ョ
ン
」
と
い
っ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
既
存
法
理
の
限
界
を

指
摘
し
、
そ
の
上
で
社
会
的
経
験
的
に
修
正
一
条
上
の
価
値
の
「
宝
庫
」
た
る
蓋
然
性
の
高
い
「
制
度
（
体
）
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
に
依
拠
し

た
方
が
、
修
正
一
条
の
背
景
的
諸
価
値
の
促
進
に
よ
り
効
果
的
で
あ
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

㈢
　
ホ
ー
ウ
ィ
ッ
ツ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

　
で
は
、
シ
ャ
ウ
ア
ー
と
は
別
の
制
度
学
派
の
論
者
は
、
ど
の
よ
う
に
「
制
度
（
体
）」
を
位
置
づ
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ア
ラ
バ
マ
・

ロ
ー
ス
ク
ー
ル
教
授
（
二
〇
一
三
年
一
一
月
現
在
）
の
ポ
ー
ル
・
ホ
ー
ウ
ィ
ッ
）
41
（
ツ
は
、
シ
ャ
ウ
ア
ー
と
同
様
、
連
邦
最
高
裁
の
言
論
制
度

（
体
）
に
対
す
る
「
無
関
心
」
と
い
う
問
題
意
識
を
共
有
し
つ
つ
も
、
シ
ャ
ウ
ア
ー
と
は
異
な
る
方
法
で
「
制
度
（
体
）」
を
位
置
づ
け
て

い
る
。

1　
「
制
度
（
体
）」
の
含
意
と
形
態

　
ホ
ー
ウ
ィ
ッ
ツ
は
ま
ず
「
制
度
と
し
て
の
違
い
が
は
っ
き
り
と
認
識
で
き
」、「
内
部
生
成
さ
れ
た
一
連
の
規
範
・
慣
習
・
伝
統
に
沿
っ
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て
お
お
よ
そ
自
己
規
律
す
る
」
上
で
、
さ
ら
に
「
公
共
討
議
へ
の
貢
献
に
あ
た
っ
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
制
度
」
こ
そ
が
、
修
正
一
条

上
の
「
制
度
（
体
）」
で
あ
る
と
定
式
化
し
て
い
）
42
（

る
。
こ
の
定
式
に
は
、
①
明
確
な
境
界
を
も
ち
、
他
の
制
度
と
差
異
化
で
き
る
こ
と
、

②
制
度
（
体
）
に
修
正
一
条
上
の
価
値
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
③
制
度
（
体
）
に
実
体
的
な
自
己
統
治
（
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
）

能
力
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
と
い
う
三
つ
の
要
件
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
③
の
存
在
は
、
裁
判
所
に
言
論
制
度
（
体
）
へ

の
敬
譲
を
要
求
す
る
ホ
ー
ウ
ィ
ッ
ツ
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
で
あ
）
43
（

る
。
ホ
ー
ウ
ィ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
修
正
一
条
上
の
「
制
度
（
体
）」
は
、

詳
細
か
つ
高
度
に
抑
制
的
な
内
部
規
範
を
遵
守
し
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
ら
内
部
規
範
を
執
行
す
る
手
段
も
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
公
の

懲
戒
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、「
制
度
（
体
）
内
の
構
成
員
が
制
度
（
体
）
の
規
範
の
内
に
暮
ら
し
、
制
度
（
体
）
の
文
化
を
自
身
の
精

神
（ethos

）
と
し
て
内
面
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
己
の
意
思
に
従
っ
て
ル
ー
ル
を
遵
守
し
て
い
る
」
と
い
う
事
実
が
確
認
で
き
る
と

い
）
44
（
う
。
そ
し
て
ホ
ー
ウ
ィ
ッ
ツ
は
こ
の
③
の
自
己
統
治
能
力
の
存
在
を
も
っ
て
、
裁
判
所
に
対
し
て
、
言
論
制
度
（
体
）
へ
の
自
律
権
の

付
与
と
そ
れ
に
対
す
る
敬
）
45
（
譲
を
要
求
す
る
正
当
化
事
由
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

　
さ
ら
に
ホ
ー
ウ
ィ
ッ
ツ
は
、
裁
判
所
が
取
り
扱
う
「
制
度
（
体
）」
に
三
つ
の
形
態
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
一
つ
目
の
弱
い
形
態

は
、
特
殊
性
へ
の
一
定
の
敬
譲
に
基
づ
い
た
自
律
が
認
め
ら
れ
る
。
次
に
中
間
形
態
は
、
特
別
な
「
制
度
（
体
）」
の
地
位
が
認
め
ら
れ
、

自
ら
の
問
題
領
域
に
つ
い
て
判
断
す
る
能
力
に
介
入
し
よ
う
と
す
る
政
府
の
試
み
に
対
し
て
反
論
す
る
た
め
の
、
相
当
程
度
の
積
極
的
な

特
権
を
享
受
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
最
後
の
強
い
形
態
に
お
い
て
は
、
司
法
府
が
他
の
政
府
部
門
（
立
法
府
や
執
行
府
）
に
対
し
て

行
う
の
と
同
等
の
敬
譲
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
言
論
制
度
（
体
）
は
こ
の
中
で
も
特
に
二
つ
目
の
中
間
形
態
に
該
当
し
、
判

断
形
成
能
力
に
対
す
る
政
府
介
入
を
阻
止
す
る
た
め
の
積
極
的
な
特
権
が
享
受
さ
れ
る
と
説
く
の
で
あ
）
46
（
る
。

2　

実
体
的
制
度
基
底
ア
プ
ロ
ー
チ

　
こ
の
よ
う
に
ホ
ー
ウ
ィ
ッ
ツ
の
言
論
制
度
（
体
）
へ
の
自
律
権
付
与
と
司
法
敬
譲
は
、
制
度
内
部
の
自
主
生
成
規
範
と
制
度
文
化
に
よ

る
自
己
統
治
能
力
の
存
在
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
各
種
の
言
論
制
度
（
体
）
に
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
の
治
外
法
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権
を
与
え
る
も
の
で
は
な
く
、
言
論
制
度
（
体
）
が
仕
え
る
何
ら
か
の
価
値
、
あ
る
い
は
、
各
種
の
言
論
制
度
（
体
）
が
仕
え
る
こ
と
で

促
進
さ
れ
得
る
価
値
の
論
証
を
伴
う
も
の
で
あ
り
、
シ
ャ
ウ
ア
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
よ
り
も
よ
り
実
体
的
に
「
制
度
（
体
）」
を
捉
え
て
い

る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
ホ
ー
ウ
ィ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
裁
判
所
が
ど
の
主
体
に
対
し
て
敬
譲
す
べ
き
か
は
、
前
述
の
よ
う
に
社
会
や
憲

法
秩
序
に
と
っ
て
の
重
要
性
、
特
に
公
共
討
議
に
資
す
る
か
ど
う
か
を
考
慮
し
て
判
断
す
べ
き
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
敬
譲
を
要
請
す
る
主

体
は
、
問
題
に
つ
い
て
十
分
精
通
し
て
い
る
こ
と
、「
善
良
な
誠
意
を
も
っ
て
」
判
断
し
て
い
る
こ
と
、
結
論
に
つ
い
て
十
分
考
慮
し
て

判
断
し
て
い
る
こ
と
、
適
切
な
手
続
き
を
守
っ
て
い
る
こ
と
と
い
っ
た
四
つ
の
義
務
を
課
せ
ら
れ
）
47
（
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
敬
譲
に
値
す

る
制
度
（
体
）
か
ど
う
か
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
証
明
は
、
敬
譲
を
主
張
す
る
主
体
側
に
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
「
制
度
（
体
）」
の
該
当
性
は
、「
大
学
」
や
「
プ
レ
ス
」
と
い
っ
た
一
般
的
な
括
り
で
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
○
○

大
学
や
×
×
新
聞
社
と
い
う
ふ
う
に
個
別
的
・
特
定
的
に
判
断
さ
れ
る
と
言
）
48
（

う
。
さ
ら
に
は
、
一
旦
、
憲
法
上
、
敬
譲
に
値
す
る
言
論
制

度
（
体
）
と
し
て
認
め
ら
れ
た
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
の
後
も
同
じ
よ
う
に
特
定
さ
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
裁
判
所
が
言
論
制
度
（
体
）
の
特

定
を
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
で
判
断
し
う
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ホ
ー
ウ
ィ
ッ
ツ
は
「
制
度
（
体
）」
の
実
相
を
よ

り
重
視
し
た
極
め
て
動
態
的
な
「
制
度
（
体
）」
観
を
有
し
て
お
り
、
こ
の
点
こ
そ
彼
固
有
の
特
徴
と
言
え
）
49
（
る
。

㈣
　
小
　
括

　
先
述
の
通
り
、
修
正
一
条
の
違
憲
審
査
に
際
し
て
連
邦
最
高
裁
は
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
ト
ッ
プ
・
ダ
ウ
ン
で
形
成
さ
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー

と
法
理
に
依
拠
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
プ
レ
ス
が
修
正
一
条
上
の
価
値
（
シ
ャ
ウ
ア
ー
に
よ
れ
ば
「
政
府
の
権
限
濫
用
に
対
す
る
監
視

と
民
主
的
熟
議
の
促
進
」）
に
仕
え
て
お
り
、
実
社
会
に
お
い
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
営
為
に
よ
っ
て
そ
の
価
値
の
効
果
的
な
実
現
に

寄
与
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
営
為
を
考
慮
せ
ず
に
ト
ッ
プ
・
ダ
ウ
ン
で
下
さ
れ
る
判
決
は
、
結
果
的
に
修
正
一
条
上
の
価

値
実
現
を
阻
害
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
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そ
の
よ
う
な
問
題
を
解
消
す
る
た
め
に
、
例
え
ば
シ
ャ
ウ
ア
ー
は
、
既
存
法
理
が
用
い
て
い
る
政
府
と
そ
の
規
制
に
焦
点
を
当
て
た
カ

テ
ゴ
リ
ー
と
は
別
の
角
度
、
す
な
わ
ち
裁
判
所
の
「
外
」
に
あ
る
「
社
会
」
の
中
で
構
成
メ
ン
バ
ー
の
倫
理
と
専
門
職
業
性
を
規
律
す
る

特
殊
な
ル
ー
ル
に
よ
り
自
律
的
に
存
在
し
て
い
る
制
度
（
体
）
に
依
拠
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
そ
の
一
方
で
、

事
例
ご
と
の
個
別
具
体
的
な
背
景
に
着
目
し
た
全
考
慮
型
ア
プ
ロ
ー
チ
（
個
別
的
衡
量
）
も
考
え
ら
れ
、
ホ
ー
ウ
ィ
ッ
ツ
の
提
示
す
る
制

度
（
体
）
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
裁
判
所
が
よ
り
実
体
的
に
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
で
「
制
度
（
体
）」
の
該
当
性
を
判
断
し
て
い
く
と
考

え
る
点
で
、
こ
う
し
た
全
考
慮
型
ア
プ
ロ
ー
チ
に
接
近
す
る
。

　
し
か
し
、
裁
判
所
が
個
別
の
事
例
毎
の
背
景
を
よ
り
踏
ま
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
「
制
度
（
体
）」
に
着
目
す
る
ホ
ー
ウ
ィ
ッ
ツ
の

ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
シ
ャ
ウ
ア
ー
に
言
わ
せ
れ
ば
「
制
度
（
体
）」
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
呼
べ
な
）
50
（
い
。
そ
も
そ
も
シ
ャ
ウ
ア
ー
は
、
事
例
ご
と

の
全
考
量
型
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
否
定
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
彼
特
有
の
「
ル
ー
ル
」
思
考
か
ら
す
れ
ば
そ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ

は
、
ル
ー
ル
の
適
用
者
で
あ
る
裁
判
所
の
裁
量
権
を
増
大
さ
せ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

　
シ
ャ
ウ
ア
ー
の
主
た
る
関
心
は
、「
ル
ー
ル
思
考
に
よ
っ
て
裁
判
所
の
判
断
の
枠
づ
け
と
明
確
化
を
す
る
こ
と
に
あ
る
よ
う
に
見
受
け

ら
）
51
（
れ
」
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
範
疇
化
と
定
義
づ
け
に
よ
る
体
系
性
を
維
持
し
な
が
ら
社
会
の
中
で
言
論
活
動
に
関
わ
っ
て
い
る
個
々

の
制
度
（
体
）
に
焦
点
を
当
て
る
た
め
に
、
シ
ャ
ウ
ア
ー
は
「
制
度
（
体
）」
を
社
会
的
な
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
し
て
位
置
づ
け
た
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
判
断
を
可
能
な
限
り
防
ぎ
な
が
ら
「
制
度
（
体
）」
を
法
解
釈
に
取
り
込
ん
で
い
る
点
こ
そ
が
、
同

じ
制
度
学
派
で
あ
る
ホ
ー
ウ
ィ
ッ
ツ
と
の
違
い
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
シ
ャ
ウ
ア
ー
に
せ
よ
ホ
ー
ウ
ィ
ッ
ツ
に
せ
よ
、
ア
メ
リ
カ
社
会
や
憲
法
秩
序
に
対
す
る
言
論
制
度
（
体
）
に
よ
る
貢
献
に

鑑
み
、
裁
判
所
「
外
」
に
あ
る
社
会
規
範
と
解
釈
、
さ
ら
に
は
そ
れ
に
則
っ
た
自
律
的
決
定
に
対
し
て
裁
判
所
に
敬
譲
を
求
め
る
こ
と
で
、

ト
ッ
プ
・
ダ
ウ
ン
型
の
一
般
的
な
法
適
用
・
解
釈
の
限
界
を
指
摘
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
共
通
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
さ

ら
に
こ
れ
は
同
時
に
、
既
存
法
理
よ
り
も
機
能
主
義
的
な
観
点
を
強
調
し
た
試
み
で
あ
る
と
言
え
る
。
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四
　
制
度
的
修
正
一
条
の
用
法

　
そ
れ
で
は
、
制
度
的
修
正
一
条
は
実
際
の
と
こ
ろ
ど
の
よ
う
な
場
合
に
そ
の
切
れ
味
を
発
揮
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
シ
ャ
ウ
ア
ー
に

よ
れ
ば
、
制
度
的
修
正
一
条
は
政
府
の
管
轄
領
域
（w

ithin the precincts of governm
ent

）
で
生
じ
た
言
論
の
自
由
問
題
を
解
決
す
る
の

に
有
効
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
）
52
（
る
。
と
い
う
の
も
、
既
存
の
言
論
の
自
由
の
ア
イ
デ
ア
の
多
く
は
、「
私
的
な
言
論
と
出
版
の
活
動
に
対
し

て
脅
威
的
な
政
府
に
よ
る
規
）
53
（

制
」
と
い
う
文
脈
上
に
あ
る
た
め
、
言
論
の
自
由
の
問
題
が
、
政
府
事
業
、
政
府
所
有
地
、
政
府
フ
ァ
ン
ド
、

政
府
職
員
な
ど
政
府
の
管
轄
領
域
内
で
生
じ
た
場
合
に
、
そ
の
切
れ
味
を
鈍
ら
せ
る
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
シ
ャ
ウ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、

こ
う
し
た
領
域
で
生
じ
た
言
論
の
自
由
問
題
の
文
脈
に
お
い
て
制
度
的
区
別
を
描
き
出
す
必
要
性
は
、
例
え
ば
、Arkansas 

Educational Television Com
m
ission v. Forbes

事
件
連
邦
最
高
裁
判
決
（
一
九
九
八
）
54
（
年
）
で
明
白
と
な
る
。

　
こ
の
判
決
は
ま
た
、「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
」、「
ス
テ
イ
ト
・
ア
ク
シ
ョ
ン
」
と
い
っ
た
判
断
カ
テ
ゴ
リ
ー
や
「
見
解
差
別
」・

「
内
容
中
立
」
と
い
っ
た
テ
ス
ト
に
依
拠
す
る
既
存
法
理
と
、
高
度
に
専
門
化
・
組
織
化
さ
れ
た
プ
レ
ス
と
い
う
表
現
主
体
の
個
差
と
の

間
で
、
連
邦
最
高
裁
が
揺
れ
動
く
様
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
的
確
な
素
材
で
も
あ
る
。

㈠
　AETC v. Forbes

事
件
最
高
裁
判
決
（
一
九
九
八
年
）

1　

事
件
の
背
景

　
事
件
の
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
）
55
（
る
。Arkansas Educational Television Com

m
ission

（
ア
ー
カ
ン
ザ
ス
州
教
育
テ
レ
ビ
委
員
会:

以
下
、

Ａ
Ｅ
Ｔ
Ｃ
）
は
、
同
州
に
お
け
る
非
営
利
的
放
送
局
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
所
有
し
て
運
用
す
る
州
の
機
関
（state agency

）
で
あ
る
。
Ａ

Ｅ
Ｔ
Ｃ
は
、
一
九
九
二
年
の
春
に
、
そ
の
年
の
秋
に
予
定
さ
れ
て
い
る
連
邦
議
会
選
挙
の
候
補
者
を
集
め
た
討
論
会
を
企
画
し
、
第
三
下
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院
議
員
選
挙
区
の
共
和
党
及
び
民
主
党
の
候
補
者
を
招
待
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
署
名
に
よ
り
投
票
用
紙
へ
の
記
載
資
格
を
得
た
無
所
属
候

補
ラ
ル
フ
・
フ
ォ
ー
ブ
ス
（Ralph Forbes

）
は
、
Ａ
Ｅ
Ｔ
Ｃ
に
討
論
会
へ
の
参
加
を
要
請
し
た
が
、
Ａ
Ｅ
Ｔ
Ｃ
の
番
組
制
作
責
任
者

（Executive D
irector

）
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
判
断
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
、
フ
ォ
ー
ブ
ス
の
要
請
を
退
け
た
。
Ａ
Ｅ
Ｔ
Ｃ
側

は
、
時
間
的
制
約
を
理
由
に
、
討
論
会
へ
の
参
加
は
大
政
党
候
補
者
と
高
支
持
率
の
候
補
者
に
限
定
す
る
こ
と
を
決
定
し
て
お
り
、
そ
の

た
め
に
フ
ォ
ー
ブ
ス
は
討
論
会
か
ら
排
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
フ
ォ
ー
ブ
ス
は
Ａ
Ｅ
Ｔ
Ｃ
を
相
手
取
り
、
修
正
一
条
違
反
並
び
に

連
邦
通
信
法
違
反
を
主
張
し
て
、
損
害
賠
償
請
求
と
共
に
差
止
及
び
宣
言
判
決
を
求
め
、
連
邦
地
裁
に
出
訴
。
連
邦
地
裁
は
フ
ォ
ー
ブ
ス

の
訴
え
を
退
け
た
が
、
第
八
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
は
、
フ
ォ
ー
ブ
ス
の
修
正
一
条
違
反
の
主
張
を
認
め
て
、
地
裁
に
差
し
戻
し
た
。
そ
の

後
、
地
裁
は
差
戻
審
で
も
修
正
一
条
違
反
は
な
い
と
判
断
し
た
が
、
控
訴
裁
は
候
補
者
討
論
会
が
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
該
当
し
、

Ａ
Ｅ
Ｔ
Ｃ
に
よ
る
排
除
決
定
は
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
を
達
成
す
る
た
め
の
厳
密
に
選
択
さ
れ
た
手
段
と
言
え
な
い
と
し
て
、
地
裁
判

決
を
破
棄
し
た
。

2　

法
廷
意
見

　
連
邦
最
高
裁
判
決
で
は
、
ケ
ネ
デ
ィ
判
事
に
よ
り
法
廷
意
見
が
執
筆
さ
れ
）
56
（
た
。
も
と
も
と
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
原
理
は
、
道
路

や
公
園
の
文
脈
に
お
い
て
生
成
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
全
く
異
な
る
文
脈
の
公
共
放
送
に
ま
で
機
械
的
に
拡
大
適
用
す
れ
ば
、

外
部
の
者
に
広
範
な
ア
ク
セ
ス
権
を
認
め
る
こ
と
と
な
り
、
放
送
局
及
び
そ
の
ス
タ
ッ
フ
の
番
組
編
成
に
関
す
る
裁
量
を
否
定
す
る
こ
と

に
な
り
か
ね
な
）
57
（

い
。
ま
た
判
例
上
確
立
さ
れ
て
き
た
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
「
伝
統
的
」、「
指
定
的

（designated

）」
が
あ
り
、
そ
の
他
の
場
合
は
「
非
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
か
あ
る
い
は
「
全
く
も
っ
て
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー

ラ
ム
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
）
58
（
る
。

　
Ａ
Ｅ
Ｔ
Ｃ
の
討
論
会
が
「
伝
統
的
」
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
該
当
し
な
い
こ
と
は
当
事
者
も
同
意
し
て
お
り
、「
指
定
的
」
を
創
設
す
る
に
は

政
府
が
当
該
施
設
を
一
般
的
に
ア
ク
セ
ス
可
能
に
す
る
意
図
を
有
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
う
し
た
ア
ク
セ
ス
に
許
可
条
件
を
付
け
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て
い
る
時
点
で
、「
指
定
的
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
該
当
す
る
と
も
言
え
な
い
。
こ
こ
か
ら
ケ
ネ
デ
ィ
判
事
は
、
Ａ
Ｅ
Ｔ
Ｃ
に
よ
る
討
論
会

は
、
判
例
上
確
立
し
て
き
た
そ
の
よ
う
な
「
伝
統
的
」、「
指
定
的
」
い
ず
れ
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
も
該
当
し

な
い
と
結
論
づ
け
）
59
（
る
。

　
し
か
し
Ａ
Ｅ
Ｔ
Ｃ
の
討
論
会
が
非
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、
Ａ
Ｅ
Ｔ
Ｃ
が
い
か
な
る
候
補
者
も
無
制
限
に

排
除
で
き
る
裁
量
権
を
有
し
て
い
る
と
は
、
ケ
ネ
デ
ィ
判
事
は
考
え
な
い
。
本
来
、
放
送
局
と
そ
の
従
業
員
た
ち
の
有
す
る
編
集
上
の
裁

量
権
は
、
様
々
な
見
解
を
持
つ
人
々
か
ら
取
捨
選
択
を
行
う
こ
と
を
伴
う
た
め
に
、
そ
の
性
格
上
、
原
則
と
し
て
見
解
に
よ
る
差
別
禁
止

の
主
張
に
は
服
さ
な
い
が
、
選
挙
候
補
者
討
論
会
は
そ
う
し
た
原
則
の
例
外
に
あ
た
る
。
と
言
う
の
も
、
候
補
者
討
論
会
は
、
候
補
者
の

政
治
的
言
論
の
た
め
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
あ
り
、
な
お
か
つ
伝
統
的
に
選
挙
過
程
に
極
め
て
重
大
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
修
正
一
条
と
矛
盾
し
な
い
た
め
に
は
、
い
か
に
放
送
局
で
あ
っ
て
も
、
言
論
者
の
排
除
は
、「
見
解
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て

は
な
ら
ず
、
当
該
施
設
の
目
的
に
照
ら
し
た
合
理
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
フ
ォ
ー
ブ
ス
が
排
除
さ
れ
た
理
由
は
、

彼
の
「
見
解
」
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
支
持
率
の
低
い
泡
沫
候
補
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
り
、
彼
の
政
策
実
行
可
能
性
の
欠
如
に
よ
る

も
の
で
あ
）
60
（
る
。
よ
っ
て
、
Ａ
Ｅ
Ｔ
Ｃ
に
よ
る
フ
ォ
ー
ブ
ス
の
排
除
決
定
は
「
内
容
中
立
的
」
で
あ
り
修
正
一
条
に
違
反
し
な
い
と
判
示
さ

れ
）
61
（

た
。

3　

反
対
意
見

　
か
た
や
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
判
事
の
反
対
意
見
（
ス
ー
タ
ー
、
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
両
判
事
が
参
）
62
（

加
）
は
、
次
の
よ
う
に
法
廷
意
見
を
批
判
す
る
。

Ａ
Ｅ
Ｔ
Ｃ
は
、「
ニ
ュ
ー
ス
価
値
（new

sw
orthiness

）」
あ
る
い
は
「
政
治
的
当
選
可
能
性
（political viability

）」
な
ど
を
理
由
に
、

フ
ォ
ー
ブ
ス
を
討
論
会
か
ら
排
除
し
た
が
、
彼
は
過
去
の
選
挙
に
お
い
て
は
共
和
党
の
指
名
争
い
を
行
う
ほ
ど
の
有
力
候
補
で
あ
り
、
現

在
は
有
力
候
補
で
な
い
と
し
て
も
、
当
該
選
挙
区
の
得
票
差
か
ら
見
て
、
選
挙
結
果
を
左
右
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

民
間
放
送
局
の
場
合
で
も
、
連
邦
選
挙
運
動
法
（Federal Election Cam

paign A

）
63
（ct
）
に
お
け
る
事
前
形
成
さ
れ
た
客
観
基
準
に
よ
っ
て
討
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論
会
参
加
者
決
定
が
審
査
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
基
準
に
よ
る
こ
と
な
く
排
除
決
定
を
行
っ
た
Ａ
Ｅ
Ｔ
Ｃ
と
そ
の
ス
タ
ッ
フ
は
、

当
該
討
論
会
に
お
い
て
無
限
定
の
裁
量
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
）
64
（

る
。

　
ま
た
、
Ａ
Ｅ
Ｔ
Ｃ
が
州
に
所
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
Ａ
Ｅ
Ｔ
Ｃ
は
「
州
の
機
関
（state agency

）」
で
あ
り
、
Ａ
Ｅ
Ｔ
Ｃ

の
ス
タ
ッ
フ
は
通
常
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
は
な
く
公
務
員
で
あ
り
、
紛
れ
も
な
く
そ
の
行
為
は
州
に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当

然
に
修
正
十
四
条
の
制
約
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
番
組
の
政
治
的
内
容
に
つ
い
て
の
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
決
定
を
為
す
利
益
を
尊

重
し
て
し
ま
う
と
、
民
間
放
送
局
と
は
異
な
り
、
政
府
に
よ
る
検
閲
と
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
危
険
を
増
す
こ
と
に
な
）
65
（
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
討
論
会
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
つ
い
て
Ａ
Ｅ
Ｔ
Ｃ
の
ス
タ
ッ
フ
が
有
す
る
裁
量
権
を
規
律
す
る
明
文
上
の
基
準
は
な
く
、
候

補
者
の
「
政
治
的
当
選
可
能
性
」
や
「
ニ
ュ
ー
ス
価
値
」
と
い
う
主
観
的
判
断
に
よ
っ
て
、
討
論
会
参
加
者
は
決
定
さ
れ
る
。
選
挙
運
動

過
程
に
お
け
る
政
治
的
言
論
の
重
要
性
に
鑑
み
、
そ
う
し
た
恣
意
的
あ
る
い
は
見
解
に
基
づ
く
排
除
決
定
を
避
け
る
た
め
に
は
、
事
前
に

確
立
さ
れ
た
客
観
的
な
基
準
を
用
い
る
こ
と
が
強
く
要
請
さ
れ
）
66
（
る
。

㈡
　
評
　
価

　
以
上
の
よ
う
に
本
法
廷
意
見
は
、
一
側
面
に
お
い
て
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
は
「
見
解

差
別
」
か
「
内
容
中
立
」
か
と
い
っ
た
テ
ス
ト
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
シ
ャ
ウ
ア
ー
は
、
そ
う
し
た
見
立
て
で
は
ケ
ネ

デ
ィ
判
事
の
法
廷
意
見
の
本
質
的
な
意
味
合
い
（essential flavor
）
を
捉
え
き
れ
て
い
な
い
と
指
摘
す
）
67
（

る
。
と
い
う
の
も
、
本
法
廷
意
見

は
、
他
の
側
面
に
お
い
て
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
し
て
の
国
営
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、

法
廷
意
見
の
導
入
部
分
で
ケ
ネ
デ
ィ
判
事
は
、Forbes

判
決
に
お
け
る
Ａ
Ｅ
Ｔ
Ｃ
を
「
州
（the State

）」
で
は
な
く
「
放
送
者
（the 

broadc

）
68
（

aster

）」
と
述
べ
て
お
り
、
ま
た
こ
の
国
営
放
送
者
の
行
為
を
、「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
裁
量
権
行
使
（exercise of journalistic 

discre

）
69
（

tion

）」
と
述
べ
て
、
Ａ
Ｅ
Ｔ
Ｃ
の
「
専
門
ス
タ
ッ
フ
（professional staff

）」
と
「
編
集
上
の
裁
量
権
（editorial discr

）
70
（

etion

）」
に
つ
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い
て
論
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
公
共
放
送
と
私
的
放
送
の
間
の
連
結
点
（links

）
と
類
似
点
（sim

ilarities

）
を
強
調
）
71
（
し
、
Ａ
Ｐ
通
信
ア
ー

カ
ン
ザ
ス
州
支
局
長
と
の
間
に
お
け
る
緊
密
な
連
携
に
よ
っ
て
Ａ
Ｅ
Ｔ
Ｃ
が
設
計
・
組
織
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
）
72
（

る
。
そ
し
て
、
そ
の
他

の
事
案
が
「
ス
テ
イ
ト
・
ア
ク
シ
ョ
ン
」
と
述
べ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
に
つ
い
て
、「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
裁
量
権
（journalistic 

discre
）
73
（

tion
）」、「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
目
的
（journalistic pur

）
74
（

pose

）」、「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
自
由
（journalistic f

）
75
（

reedom

）」
と
い
う
よ

う
に
何
度
も
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
。
シ
ャ
ウ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
こ
そ
、
ケ
ネ
デ
ィ
判
事
の
法
廷
意
見
と
、
ス
テ
ィ
ー

ヴ
ン
ス
判
事
の
反
対
意
見
と
の
間
の
著
し
い
対
称
性
が
垣
間
見
え
る
の
で
あ
）
76
（
る
。
も
っ
と
も
、
シ
ャ
ウ
ア
ー
は
こ
う
し
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

テ
ィ
ッ
ク
な
判
断
を
重
視
し
た
ケ
ネ
デ
ィ
判
事
の
法
廷
意
見
を
一
定
程
度
評
価
し
つ
つ
も
、
結
局
、
そ
の
法
理
構
造
上
の
主
た
る
関
心
が
、

既
存
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
並
び
に
見
解
差
別
テ
ス
ト
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
お
り
、
ケ
ネ
デ
ィ
判
事
が
政
府
に

よ
る
言
論
規
制
と
い
う
視
点
か
ら
形
成
さ
れ
た
既
存
法
理
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
制
度

（
体
）
の
属
性
がForbes

判
決
に
お
い
て
結
論
部
分
の
方
向
性
を
決
定
づ
け
た
上
に
、
そ
の
周
辺
領
域
に
お
い
て
も
ま
た
法
理
構
造
上
極

め
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
）
77
（

る
。
ケ
ネ
デ
ィ
判
事
は
、
公
共
放
送
に
お
け
る
候
補
者
討
論
会
が
仕
え
て
い
る
特
別

な
目
的
と
特
別
な
法
的
地
位
を
認
識
し
て
お
り
、
彼
の
そ
う
し
た
認
識
こ
そ
が
、
法
廷
意
見
を
よ
り
説
得
力
あ
る
も
の
と
し
て
い
る
の
で 

あ
る
。

㈢
　
小
　
括

1　
「
公
衆
の
代
行
」
と
し
て
の
プ
レ
ス

　
連
邦
最
高
裁
は
プ
レ
ス
を
一
貫
し
て
他
の
一
般
公
衆
と
同
等
、
つ
ま
り
「
無
関
心
」
に
扱
っ
て
き
た
が
、
し
か
し
こ
れ
に
は
あ
る
理
由

が
垣
間
見
れ
る
。Branzburg

判
決
で
は
、
パ
ウ
エ
ル
判
事
が
補
足
意
見
に
お
い
て
、
修
正
一
条
上
の
「
取
材
の
自
由
」
の
権
利
を
初
め

て
連
邦
最
高
裁
で
認
め
）
78
（
た
点
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
同
判
決
を
踏
襲
し
たRichm

ond N
ew
spaper

判
決
に
お
い
て
、
プ
レ
ス
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は
「
公
衆
の
た
め
の
代
行
者
」
と
さ
れ
た
。
こ
こ
で
い
う
「
代
行
者
」
の
特
性
と
は
、
個
々
の
国
民
と
は
異
な
り
、
強
力
な
情
報
収
集
手

段
と
独
占
的
な
伝
達
手
段
を
保
有
し
て
い
る
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
）
79
（

る
。
つ
ま
り
、
プ
レ
ス
は
情
報
の
受
け
手
で
あ
る
多
く
の
視
聴
者
に

「
媒
体
」
と
し
て
た
だ
単
に
情
報
を
「
集
め
て
」「
知
ら
せ
る
」
特
性
を
有
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
プ
レ
ス
の
諸
権
利
は

そ
の
範
囲
内
で
し
か
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
そ
し
て
、
修
正
一
条
と
裁
判
所
が
最
も
警
戒
し
て
い
る
の
は
、
思
想
の
自
由
市
場
あ
る
い
は
世
論
形
成
に
必
要
な
公
共
討
議
の
空
間
に

流
通
す
る
言
論
あ
る
い
は
情
報
の
内
容
が
、
国
家
権
力
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
る
こ
と
で
あ
）
80
（
る
。
す
な
わ
ち
、
思
想
の
自
由
市
場
や
公
共
討

議
の
空
間
に
流
通
す
る
言
論
は
全
て
平
等
に
扱
わ
れ
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
ゆ
え
に
、
裁
判
所
（
と
い
う
国
家
権
力
の
一
部
）
が
、
プ
レ
ス

の
放
出
し
た
言
論
の
扱
い
と
、
他
の
公
衆
一
般
の
放
出
し
た
言
論
の
扱
い
と
に
差
を
設
け
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
消
極
的
に
な
ら
ざ

る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
ケ
ネ
デ
ィ
判
事
や
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
判
事
が
依
拠
し
た
（
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
？
）
見
解
差
別
テ
ス
ト
や
、
パ

ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
ス
テ
イ
ト
・
ア
ク
シ
ョ
ン
と
い
っ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
政
府
に
よ
る
そ
う
し
た
言
論
の
区
別
を
排
除
す
る
た

め
に
こ
そ
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
理
由
か
ら
連
邦
最
高
裁
は
プ
レ
ス
を
憲
法
上
他
の
公
衆
一
般
と
同
列
に
扱
っ
て
き
た
の

だ
と
言
え
よ
う
。

2　
「
主
体
」
と
し
て
の
プ
レ
ス

　
し
か
し
な
が
ら
、Forbes

判
決
は
プ
レ
ス
の
「
代
行
」
と
い
う
役
割
に
対
し
て
一
定
程
度
の
見
方
の
変
更
を
迫
っ
て
い
る
。

　Forbes

判
決
に
お
い
て
裁
判
所
は
、
Ａ
Ｅ
Ｔ
Ｃ
に
よ
る
フ
ォ
ー
ブ
ス
の
排
除
決
定
を
「
内
容
中
立
的
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
が
、
実

の
と
こ
ろ
フ
ォ
ー
ブ
ス
が
公
的
関
心
を
引
き
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
非
主
流
派
の
泡
沫
候
補
で
あ
る
最
大
の
理
由
は
、
彼
自
身
の
「
見

解
」
に
起
因
し
て
い
る
と
い
う
見
）
81
（
方
も
で
き
る
。
し
か
し
、
プ
レ
ス
が
単
な
る
「
代
行
」
で
は
な
く
実
体
的
機
能
を
有
し
た
確
固
た
る

「
表
現
主
体
」
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
当
該
事
例
へ
の
見
解
差
別
テ
ス
ト
の
適
用
は
妥
当
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

　
と
い
う
の
も
、
プ
レ
ス
は
投
票
に
必
要
な
情
報
を
欲
し
て
い
る
公
衆
一
般
か
ら
の
要
求
に
応
じ
て
、
各
候
補
者
た
ち
の
情
報
を
収
集
し
、
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そ
れ
を
加
工
し
、
リ
ソ
ー
ス
の
限
界
を
見
極
め
な
が
ら
、
必
要
性
が
低
い
と
判
断
さ
れ
た
情
報
（Forbes

判
決
で
言
え
ば
、
政
策
実
行
可
能

性
の
低
い
非
主
流
派
の
情
報
）
を
捨
象
す
る
こ
と
に
よ
り
、
候
補
者
討
論
会
と
い
う
個
人
の
意
思
決
定
に
必
要
な
要
素
を
含
ん
だ
情
報
を
生

産
し
、
言
論
空
間
に
放
出
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
う
し
た
情
報
は
、
プ
レ
ス
の
実
体
的
な
判
断
過
程
を
経
る
た
め
、
言
論
と
し
て
は

必
然
的
に
「
見
解
差
別
的
」
に
な
る
が
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
個
々
人
が
判
断
・
行
動
す
る
た
め
の
指
針
と
な
る
の
で
あ
る
。
だ
と
す
る

な
ら
ば
、
見
解
差
別
テ
ス
ト
の
適
用
は
プ
レ
ス
の
有
す
る
そ
う
し
た
重
要
な
機
能
を
減
殺
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
点
、Forbes
判
決
に
お
い
て
連
邦
最
高
裁
は
、
以
上
の
よ
う
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
自
律
的
判
断
（
プ
レ
ス
に
よ
る
情
報

の
生
産
工
程
に
お
け
る
実
体
的
判
断
）
を
行
う
中
間
項
と
し
て
の
プ
レ
ス
組
織
に
つ
い
て
、
政
治
的
か
つ
社
会
的
形
成
の
た
め
に
保
護
す
る

に
値
す
る
と
評
価
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
も
そ
もForbes

事
件
は
、
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
反
論
）
82
（
権
に
関
す
る
事
例
で
あ
る
一
方
で
、

言
論
・
表
現
空
間
に
お
け
る
討
論
会
へ
の
参
加
者
の
多
様
性
と
実
際
の
視
聴
者
の
好
み
と
の
狭
間
で
、
限
ら
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

リ
ソ
ー
ス
を
ど
の
よ
う
に
配
分
す
る
の
が
適
正
か
、
と
い
う
議
論
も
内
包
し
て
い
）
83
（
た
。
つ
ま
り
、
少
数
政
党
と
そ
の
他
の
非
主
流
派

（fringe

）
候
補
者
の
参
入
は
、
聴
衆
の
多
く
を
失
う
リ
ス
ク
を
伴
う
一
方
で
、
意
見
の
多
様
性
を
増
加
さ
せ
る
。
か
た
や
、
主
要
政
党
も

し
く
は
そ
の
他
の
政
策
実
行
可
能
性
が
高
い
候
補
者
に
参
加
を
制
限
す
る
と
、
少
数
意
見
よ
り
も
主
流
派
の
見
解
を
保
護
す
る
事
に
な
り

意
見
の
多
様
性
を
低
下
さ
せ
る
リ
ス
ク
を
負
う
一
方
で
、
視
聴
者
を
増
加
さ
せ
議
論
を
先
鋭
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
裁
判
所
（
特
に
ケ
ネ
デ
ィ
判
事
の
法
廷
意
見
）
は
、
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
リ
ソ
ー
ス
の
配
分
問
題
に
つ
い
て
、
裁
判
所
が
法
的

に
（
あ
る
い
は
ト
ッ
プ
・
ダ
ウ
ン
で
）
判
断
を
下
す
こ
と
よ
り
も
、
Ａ
Ｅ
Ｔ
Ｃ
の
専
門
的
か
つ
自
律
的
判
断
を
尊
重
す
る
こ
と
を
優
先
し
た

よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

　
最
終
的
な
分
析
に
お
い
て
裁
判
所
は
、
既
存
の
修
正
一
条
法
理
に
固
執
し
て
は
い
る
も
の
の
、
制
度
（
体
）
固
有
の
属
性
と
い
う
ア
イ

デ
ア
に
裁
判
所
が
明
示
的
に
依
拠
し
た
点
は
、
言
論
の
自
由
問
題
（
特
に
政
府
事
業
の
範
囲
内
に
お
い
て
生
じ
る
。）
を
よ
り
的
確
に
解
決
す

る
ア
プ
ロ
ー
チ
へ
接
近
し
て
い
た
と
言
え
る
。Forbes

判
決
の
重
要
性
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
部
分
的
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
）
84
（

る
。
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五
　
若
干
の
検
討

㈠
　
問
題
点

1　
「
制
度
（
体
）」
の
過
剰
／
過
少
包
摂

　
し
か
し
な
が
ら
、
以
上
の
よ
う
な
制
度
的
修
正
一
条
論
に
つ
い
て
は
問
題
点
も
多
い
。
例
え
ば
デ
ー
ル
・
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
は
、
制
度
理

論
に
つ
い
て
、「
優
遇
さ
れ
た
制
度
（
体
）
が
、
果
た
し
て
個
別
の
事
例
で
現
実
に
修
正
一
条
価
値
に
仕
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
目
を
瞑

る
」
こ
と
に
な
る
点
を
問
題
視
す
）
85
（
る
。
確
か
に
、
シ
ャ
ウ
ア
ー
の
理
論
か
ら
す
れ
ば
プ
レ
ス
が
「
制
度
（
体
）
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
し
て
形

成
さ
れ
一
旦
定
着
す
れ
ば
、
以
後
、
法
的
あ
る
い
は
社
会
的
な
形
式
面
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
主
体
は
す
べ
て
当
該
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
該

当
す
る
も
の
と
し
て
、
ほ
ぼ
自
動
的
に
修
正
一
条
価
値
に
資
す
る
も
の
だ
と
い
う
推
定
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
対
し

て
、
シ
ャ
ウ
ア
ー
の
回
答
は
「
制
度
（
体
）
の
定
義
に
該
当
す
る
全
員
に
保
護
を
与
え
る
こ
と
が
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
過
剰
包
摂
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
個
々
の
事
案
に
価
値
を
直
接
適
用
す
る
よ
り
効
果
的
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
）
86
（
る
。
問
題
は
こ
の
「
過
剰
包

摂
に
も
か
か
わ
ら
ず
」
と
い
う
点
を
い
か
に
正
当
化
す
る
か
で
あ
る
が
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
も
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
「
ル
ー
ル
」
の
特
徴
は
「
過

剰
／
過
少
包
摂
」
で
あ
る
と
理
解
す
る
シ
ャ
ウ
ア
ー
に
と
っ
て
、
こ
の
点
は
そ
も
そ
も
問
題
と
は
な
ら
な
い
。
よ
っ
て
こ
の
点
に
つ
い
て

は
シ
ャ
ウ
ア
ー
の
「
ル
ー
ル
」
観
に
ど
こ
ま
で
賛
同
で
き
る
か
ど
う
か
が
焦
点
と
な
ろ
う
。

　
他
方
で
ホ
ー
ウ
ィ
ッ
ツ
が
提
唱
す
る
実
体
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
で
裁
判
所
が
制
度
（
体
）
を
認
定
し
う

る
た
め
に
、
形
式
面
を
ク
リ
ア
し
よ
う
と
も
実
相
次
第
で
は
制
度
（
体
）
該
当
性
の
判
断
に
差
異
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
Ａ

新
聞
社
が
言
論
制
度
（
体
）
と
し
て
特
定
さ
れ
た
か
ら
と
言
っ
て
、
Ｂ
新
聞
社
が
同
じ
よ
う
に
特
定
さ
れ
司
法
敬
譲
を
受
け
る
こ
と
に
な
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る
と
は
限
ら
な
い
し
、
Ａ
新
聞
社
も
常
に
制
度
（
体
）
に
該
当
す
る
と
判
断
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
シ
ャ
ウ
ア
ー
か
ら
す
れ

ば
、
こ
う
し
た
個
別
の
事
例
に
お
け
る
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
判
断
は
、
裁
判
所
の
裁
量
権
限
を
拡
大
し
恣
意
的
な
制
度
（
体
）
の
特
定
を
生
じ

さ
せ
る
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
シ
ャ
ウ
ア
ー
の
「
ル
ー
ル
」
観
に
乗
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
ホ
ー

ウ
ィ
ッ
ツ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
制
度
（
体
）
ア
プ
ロ
ー
チ
の
一
つ
の
終
着
点
で
は
あ
る
。
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
制
度
（
体
）
ア
プ
ロ
ー
チ

の
前
に
は
次
に
提
起
さ
れ
る
更
な
る
問
題
点
が
立
ち
ふ
さ
が
る
こ
と
に
な
る
。

2　
「
自
己
統
治
機
関
」
と
し
て
の
制
度
（
体
）
？

　
制
度
学
派
の
提
案
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
裁
判
所
「
外
」
の
社
会
に
お
け
る
憲
法
価
値
実
現
作
用
、
専
門
性
、
自
生
制
度
規
範
の
存
在
を

根
拠
と
し
て
、「
制
度
（
体
）」
に
対
す
る
自
律
権
付
与
と
司
法
敬
譲
論
を
唱
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
憲
法
価
値
の
司
法
的
定
着
の

回
避
に
帰
着
す
る
可
能
性
が
高
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
）
87
（

る
。
こ
れ
は
制
度
学
派
が
、
裁
判
所
「
外
」
に
存
在
す
る
プ
レ
ス
な
ど
の
専
門
職

機
関
を
「
自
己
統
治
機
関
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
制
度
（
体
）
そ
の
も
の
が
裁
判
所
と
な
ら
ぶ
憲
法
解
釈
の
正
統
な
主
体
で
あ

り
、
裁
判
所
と
制
度
（
体
）
は
相
互
作
用
の
中
で
憲
法
価
値
の
実
現
に
協
働
し
て
い
る
と
い
う
観
点
を
持
つ
た
め
で
あ
）
88
（

る
。
こ
う
し
た
多

元
的
な
法
秩
序
観
は
、「
憲
法
は
単
に
裁
判
所
の
創
造
物
で
は
な
い
」
と
い
う
ホ
ー
ウ
ィ
ッ
）
89
（
ツ
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、「
制
度
（
体
）」
を

裁
判
所
の
「
外
」
に
あ
る
「
社
会
」
の
中
で
構
成
員
の
倫
理
と
専
門
職
業
性
を
規
律
す
る
ル
ー
ル
を
も
ち
な
が
ら
存
在
し
て
い
る
独
立
体

と
し
て
捉
え
る
シ
ャ
ウ
ア
ー
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
し
て
、
彼
ら
の
そ
う
し
た
法
秩
序
観
か
ら
見
出
さ
れ
る
裁
判
所
像
は
、「
あ
ら
ゆ
る
公
私
の
諸
制
度
が
『
権
利
（
＝
権
力
＝
権
限
）』

を
保
有
し
て
多
元
的
に
割
拠
」
し
、「
個
人
を
度
外
視
し
て
、
そ
れ
ら
諸
制
度
間
の
適
切
な
『
権
利
』
配
分
に
徹
す
る
」
調
停
機
関
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
）
90
（
う
。
こ
の
よ
う
に
、
シ
ャ
ウ
ア
ー
や
ホ
ー
ウ
ィ
ッ
ツ
ら
制
度
学
派
は
、
裁
判
所
に
よ
る
「
無
関
心
」
か
ら
制
度
（
体
）
を

救
い
出
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
同
時
に
言
論
制
度
（
体
）
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
制
度
（
体
）
内
部
の
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
の
問
題
と

し
て
裁
判
所
の
手
の
届
か
な
い
場
所
へ
と
放
逐
し
て
し
ま
う
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。Forbes

判
決
に
お
け
る
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反
対
意
見
で
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
判
事
が
懸
念
し
た
よ
う
に
、
選
挙
候
補
者
討
論
会
と
言
う
文
脈
に
お
い
て
Ａ
Ｅ
Ｔ
Ｃ
と
そ
の
ス
タ
ッ
フ
が
、

憲
法
価
値
実
現
作
用
・
専
門
性
・
自
律
性
を
根
拠
に
討
論
会
参
加
者
に
対
す
る
無
限
定
の
裁
量
を
有
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
ら
の
主
観

的
な
判
断
に
介
入
す
る
術
を
裁
判
所
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
ど
の
ア
ク
タ
ー
を
憲
法
上
の
制
度
（
体
）
と
し
て
認
定
し
、
な
お
か
つ
敬
譲
を
払
う
か
と
い
う
終
局
的
な
決
定
権
は
裁
判

所
に
あ
る
が
、
実
の
と
こ
ろ
制
度
（
体
）
ア
プ
ロ
ー
チ
が
提
示
す
る
よ
う
な
司
法
敬
譲
の
た
め
の
要
件
は
、
自
生
制
度
規
範
の
解
釈
を
制

度
（
体
）
自
身
の
自
律
に
委
ね
て
い
る
以
上
、
常
に
充
足
す
る
こ
と
に
な
り
う
）
91
（
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、「
裁
判
所
は
、
そ
う
す
る
こ
と
が

必
要
か
つ
望
ま
し
い
と
証
明
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
専
門
知
と
権
威
に
基
づ
い
た
権
利
侵
害
を
受
け
入
れ
る
べ
き
で
あ
）
92
（

る
」
と
い
う
ア
ー

ウ
ィ
ン
・
チ
ェ
メ
リ
ン
ス
キ
ー
の
箴
言
に
耳
を
傾
け
、
裁
判
所
は
「
制
度
（
体
）」
の
暴
走
に
は
常
に
目
を
光
ら
せ
る
必
要
が
あ
る
し
、

そ
の
自
律
的
決
定
の
過
程
を
審
査
す
る
手
法
が
必
要
と
な
ろ
）
93
（

う
。

㈡
　
示
　
唆

1　

プ
レ
ス
と
司
法
権
の
距
離

　
以
上
の
よ
う
に
制
度
的
修
正
一
条
論
は
、
言
論
・
表
現
の
自
由
の
背
景
に
あ
る
憲
法
価
値
を
、
言
論
そ
の
も
の
以
外
か
ら
見
出
す
と
い

う
点
で
一
定
程
度
評
価
し
う
る
も
の
の
、
同
時
に
言
論
制
度
（
体
）
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
制
度
（
体
）
内
部
の
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
問

題
と
し
て
裁
判
所
の
手
の
届
か
な
い
場
所
へ
放
逐
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら

は
、
我
が
国
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
理
論
上
の
示
唆
を
見
出
せ
る
だ
ろ
う
か
。

　
例
え
ば
、
本
稿
の
第
二
章
で
取
り
上
げ
た
外
務
省
秘
密
電
文
漏
洩
事
件
決
）
94
（
定
に
お
け
る
記
者
の
取
材
行
為
が
憲
法
保
護
を
受
け
る
た
め

の
「
正
当
な
業
務
行
為
」
の
範
囲
画
定
に
、
制
度
（
体
）
ア
プ
ロ
ー
チ
を
あ
て
は
め
る
と
、
被
告
が
プ
レ
ス
制
度
（
体
）
に
属
す
る
記
者

で
あ
る
と
い
う
事
実
を
も
っ
て
、
彼
が
行
っ
た
行
為
は
「
正
当
な
業
務
行
為
」
で
あ
る
と
即
座
に
憲
法
上
の
保
護
が
推
定
さ
れ
る
こ
と
に
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な
る
。

　
す
な
わ
ち
制
度
（
体
）
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
当
該
新
聞
社
が
法
的
あ
る
い
は
社
会
的
な
形
式
面
並
び
に
実
相
面
か
ら
も
要
件
を
満
た
し
た

憲
法
価
値
に
資
す
る
「
プ
レ
ス
制
度
（
体
）」
で
あ
る
と
主
張
し
、
そ
れ
を
受
け
て
裁
判
所
が
当
該
新
聞
社
を
憲
法
上
の
制
度
（
体
）
と

し
て
認
定
し
た
場
合
、
そ
の
制
度
（
体
）
構
成
員
の
取
材
行
為
に
つ
い
て
の
「
正
当
な
業
務
行
為
の
範
囲
」
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い

て
の
一
切
の
判
断
権
限
を
、
裁
判
所
か
ら
プ
レ
ス
制
度
の
自
律
権
に
丸
投
げ
し
て
し
ま
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。

　
憲
法
価
値
を
言
論
そ
の
も
の
以
外
か
ら
発
見
す
る
こ
と
を
試
み
る
思
考
法
に
お
い
て
制
度
学
派
と
軌
を
一
に
し
な
が
ら
も
、
そ
う
し
た

憲
法
価
値
を
「
制
度
（
体
）」
で
は
な
く
「
特
定
の
社
会
秩
序
」
か
ら
見
出
す
ロ
バ
ー
ト
・
ポ
ス
）
95
（

ト
に
言
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
制
度

（
体
）
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、「
専
門
家
の
実
践
を
規
制
し
よ
う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
試
み
を

0

0

0

0

0

0

0

、
即
座
に
憲
法
問
題
と
す
る
よ
う
な
憲
法
理
論
」

（
強
調
点
は
執
筆
者
）
で
あ
り
、
そ
う
し
た
理
論
は
「
実
に
疑
わ
し
く
、
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
）
96
（

う
。

2　

制
度
的
責
任

　
ま
た
、
個
人
・
国
家
の
双
方
か
ら
個
々
の
役
割
・
目
的
に
沿
っ
た
自
律
的
判
断
に
対
す
る
自
己
統
治
権
限
（
自
律
権
と
司
法
敬
譲
）
を

言
論
制
度
（
体
）
が
与
え
ら
れ
た
場
合
、
当
然
に
そ
れ
ら
権
限
に
応
じ
た
「
責
任
」
を
も
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
前
項
で
も
ふ
れ
た

よ
う
に
、
制
度
（
体
）
内
部
の
構
成
員
た
る
「
専
門
家
の
実
践
を
規
制
し
よ
う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
試
み
を

0

0

0

0

0

0

0

、
即
座
に
憲
法
問
題
」
と
し
て

敬
譲
や
特
別
の
テ
ス
ト
を
裁
判
所
に
要
請
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
翻
せ
ば
構
成
員
が
行
う
あ
ら
ゆ
る
言
論

0

0

0

0

0

0

と
そ
れ
に
関
連
す
る
あ
ら
ゆ
る

0

0

0

0

行
為

0

0

に
対
し
て
か
か
る
制
度
（
体
）
が
「
責
任
」
を
負
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
「
制
度
的
責
任
（
ど
の
憲
法
的
ア
ク
タ
ー
が

憲
法
価
値
実
現
の
責
任
を
有
す
る
べ
き
か
）」
と
い
う
問
）
97
（

題
を
考
え
た
場
合
、
現
実
に
存
在
す
る
プ
レ
ス
や
大
学
が
、
そ
う
し
た
責
任
を
負
い

う
る
存
在
か
と
い
っ
た
実
体
論
を
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
こ
う
し
た
制
度
的
責
任
の
観
点
も
踏
ま
え
た
上
で
シ
ャ
ウ
ア
ー
ら
制
度
学
派
が
、
プ
レ
ス
は
「
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
い
て
は
自
生
す
る

可
能
性
が
高
い
、
あ
る
い
は
既
に
自
生
し
存
在
し
て
い
る
、
と
認
識
す
る
点
で
は
共
）
98
（

通
」
し
て
お
り
「
制
度
（
体
）」
と
し
て
憲
法
上
位
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置
づ
け
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
想
定
し
て
い
る
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
我
が
国
に
お
い
て
プ
レ
ス
が
憲
法
価
値
に
仕
え
専
門
性
と
自
律
性
を

有
す
る
「
実
在
す
る
社
会
的
制
度
（
体
）」
と
し
て
法
律
の
専
門
職
集
団
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
る
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
ア
メ
リ
カ
社

会
に
お
け
る
そ
れ
と
同
程
度
の
実
体
が
必
要
と
な
ろ
う
。

　
こ
の
点
に
つ
き
政
見
放
送
削
除
事
件
判
）
99
（
決
に
お
い
て
我
が
国
の
最
高
裁
は
、
放
送
局
に
対
し
て
政
見
放
送
の
緊
急
避
難
的
な
カ
ッ
ト
権

限
を
与
え
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
判
断
を
回
避
し
た
が
、
そ
れ
は
当
該
放
送
局
に
そ
の
よ
う
な
権
限
を
与
え
た
場
合
に
そ
れ
に
付
随
す
る

責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
断
し
た
た
め
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
）
100
（
る
。
こ
の
よ
う
に
本
理
論
を
我
が
国
に
持
ち
込
む
上

で
の
最
大
の
問
題
点
は
、
実
体
的
な
我
が
国
の
「
言
論
制
度
（
体
）」
が
、
は
た
し
て
司
法
審
査
の
際
の
敬
譲
も
し
く
は
特
権
の
享
受
に

耐
え
う
る
だ
け
の
強
度
を
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
（
も
し
く
は
、
有
す
る
こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
）
で
あ
る
。

六
　
お
わ
り
に

―
ま
と
め
と
今
後
の
課
題

―

　
以
上
の
よ
う
に
制
度
的
修
正
一
条
論
は
、
憲
法
価
値
実
現
作
用
を
有
す
る
（
と
推
定
さ
れ
る
）
言
論
制
度
（
体
）
が
行
う
判
断
の
専
門

性
と
自
律
性
を
根
拠
と
し
、
そ
れ
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
制
度
（
体
）
内
部
の
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
の
問
題
と
し
て
裁
判
所
の
手
の
届
か

な
い
所
へ
放
逐
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
理
論
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
論
を
プ
レ
ス
の
文
脈
に
用
い
た
場
合
、
そ
の
構
成
員
た
る
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
の
あ
ら
ゆ
る
実
践
に
対
し
て
過
剰
な
憲
法
的
保
護
を
与
え
る
と
い
う
結
論
に
至
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
我
が
国
で
現
に
存
在
し

て
い
る
報
道
機
関
が
、
そ
の
よ
う
な
強
大
な
権
限
と
責
任
を
付
与
す
る
に
値
す
る
実
体
面
を
伴
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
疑
問
が 

残
る
。

　
そ
う
で
あ
る
以
上
、
本
稿
で
検
討
し
た
制
度
（
体
）
ア
プ
ロ
ー
チ
よ
り
も
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
た
ち
の
間
で
日
々
行
わ
れ
て
い
る
自
生

規
範
の
定
立
と
解
釈
・
執
行
の
作
用
を
裁
判
所
が
取
り
込
ん
で
規
律
し
て
い
く
）
101
（

道
を
模
索
す
る
方
が
、
プ
レ
ス
の
憲
法
上
の
位
置
づ
け
を
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探
る
上
で
は
、
幾
分
か
建
設
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
日
、
改
め
て
検
討
を
試
み
た
い
。

（
1
）  
大
屋
雄
裕
は
、
去
る
二
〇
一
一
年
に
起
こ
っ
た
東
日
本
大
震
災
時
に
社
会
に
蔓
延
し
た
「
流
言
飛
語
」
等
に
よ
る
混
乱
を
、
情
報
空
間
に
放
出

さ
れ
た
「
情
報
」
に
理
系
的
な
「
デ
ー
タ
」（
知
ら
せ
）
と
、
そ
れ
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
文
系
的
な
「
行
動
指
針
」（
意
味
）
が
存
在
す
る
こ
と
を

解
説
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。「
我
々
は
…
…
近
代
民
主
政
が
、
こ
の
デ
ー
タ
か
ら
行
動
へ
の
翻
訳
を
各
個
人
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と

を
基
本
に
捉
え
た
体
制
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
…
…
だ
が
、
今
回
の
震
災
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
第
一
に
そ
の
翻

訳
作
業
を
十
分
に
行
な
う
こ
と
の
で
き
な
い
人
々
が
現
実
的
に
非
常
に
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
彼
ら
の
行
動
が
緊
急
時
に
お
い
て
大

き
な
問
題
を
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。」
こ
れ
は
近
代
民
主
政
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
個
人
に
意
味
へ
の
翻
訳
に
必
要
な
能

力
や
知
識
が
不
足
し
て
い
た
こ
と
（
個
人
の
限
界
）
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
大
屋
雄
裕
「
文
脈
と
意
味
：
情
報
の
二
つ
の
側
面
」
法
学
セ
ミ

ナ
ー
六
八
二
号
（
二
〇
一
一
年
）、
一
五
―
一
六
頁
。

（
2
）  

個
人
に
情
報
翻
訳
能
力
の
限
界
が
あ
る
と
し
て
も
、
我
々
は
少
な
く
と
も
（
裁
判
所
も
含
め
た
）「
国
家
」
に
そ
う
し
た
翻
訳
機
能
を
担
わ
せ

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
大
屋
も
ま
た
、「
国
家
が
デ
ー
タ
か
ら
行
動
（
意
味
）
へ
の
翻
訳
を
集
中
し
て
解
決
す
る
と
き
、
個
人
の
自
由
は
消
え
て

な
く
な
っ
て
し
ま
う
」
と
し
て
、
そ
う
し
た
翻
訳
機
能
に
対
す
る
「
国
家
以
外
の
存
在
に
よ
る
解
決
を
考
え
る
必
要
」
性
を
説
き
、「
む
し
ろ
本

来
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
そ
の
よ
う
な
機
能
が
期
待
さ
れ
て
い
た
は
ず
」
と
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
な
報
道
機
関
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
た
ち
に
期

待
を
寄
せ
る
の
で
あ
る
。
大
屋
・
前
掲
（
1
）
一
七
頁
。

（
3
）  

我
が
国
の
憲
法
理
論
に
お
け
る
「
制
度
」
に
は
、
一
般
的
意
味
の
「
制
度
」
の
み
な
ら
ず
、
よ
り
特
殊
な
含
意
が
あ
る
こ
と
が
否
め
な
い
。
こ

の
点
に
つ
き
、
近
時
に
お
け
る
我
が
国
（
日
本
）
の
憲
法
理
論
の
傾
向
は
、「
制
度
的
思
考
の
強
化
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
際
の

「
制
度
」
的
思
考
と
は
、
個
人
の
主
観
的
権
利
を
基
点
と
す
る
憲
法
論
に
対
抗
す
る
文
脈
で
主
張
さ
れ
る
。
駒
村
圭
吾
「『
メ
デ
ィ
ア
の
法
』
か
ら

『
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
法
』
へ

―
近
時
の
憲
法
学
に
お
け
る
理
論
動
向
に
寄
せ
て
」
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
七
二
号
（
二
〇
〇
八

年
）
二
八
頁
以
下
。
併
せ
て
以
下
を
参
照
、
高
橋
和
之
＝
佐
藤
幸
治
＝
棟
居
快
行
＝
蟻
川
恒
正
「
座
談
会
・
日
本
国
憲
法
六
〇
年

―
現
状
と
展

望
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
三
四
号
（
二
〇
〇
七
年
）
七
―
八
、
一
三
―
一
七
頁
。
小
島
慎
司
「
判
例
に
お
け
る
『
制
度
的
思
考
』」
法
学
教
室
三
八

八
号
一
三
頁
以
下
。
　
ま
た
、
山
本
龍
彦
は
「
制
度
論
的
＝
権
限
配
分
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
互
換
的
に
用
い
て
お
り
（
山
本
龍
彦
「『
統
治

論
』
と
し
て
の
遺
伝
子
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
論

―
専
門
職
集
団
に
よ
る
規
範
定
立
と
司
法
審
査
（
覚
書
）」
慶
應
法
学
第
一
八
号
（
二
〇
一
一
年
、
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四
八
頁
。）、
松
井
茂
記
も
「
プ
ロ
セ
ス
的
」
と
い
う
言
葉
を
「
制
度
的
・
権
限
配
分
的
」
と
言
い
換
え
て
い
る
。（
松
井
茂
記
『
二
重
の
基
準

論
』
四
頁
、
有
斐
閣
、
一
九
九
四
年
。）
こ
う
し
た
我
が
国
の
憲
法
学
上
並
び
に
法
学
上
の
「
制
度
」
の
意
味
全
般
を
論
じ
る
こ
と
は
、
本
稿
の

射
程
が
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、
少
な
く
と
も
我
が
国
の
憲
法
学
に
お
い
て
「
制
度
」
が
用
い
ら
れ
る
文
脈
は
、

憲
法
秩
序
に
お
い
て
存
在
す
る
個
人
の
主
観
的
な
「
人
権
」
の
論
理
と
は
別
の
何
か
、
さ
ら
に
言
え
ば
、「
権
限
配
分
＝
統
治
」
の
論
理
に
関
す

る
文
脈
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
そ
う
で
あ
る
。

（
4
）  
一
方
で
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
“institution

”も
ま
た
多
義
的
で
あ
り
、
制
度
学
派
が
用
い
る 

“institution

” 

に
は
実
体
的
な
組
織
体
（
＝
機

関
）
と
い
う
含
意
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
阪
本
昌
成
は
、
“institution

”を
「
制
度
体
／
組
織
体
」
と
翻
訳
す
る
。
阪
本
昌
成

『
表
現
権
理
論
』
六
三
頁
（
信
山
社
、
二
〇
一
一
年
）
を
参
照
。
そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
も
、
単
な
る
「
制
度
」
で
は
な
く
、
実
体
的
意
味
も
踏

ま
え
て
「
制
度
（
体
）」
と
翻
訳
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
5
）  See generally, A

d
rian V

erm
eu

le, Ju
d

g
in

g U
n

d
er U

n
certaity 

（2006

）. P
au

l H
o

rw
itz, F

irst A
m

en
d

m
en

t In
stitu

tio
n

s 

（2013

）. 

ま
た
、
松
尾
陽
「
法
解
釈
方
法
論
に
お
け
る
制
度
論
的
転
回
（
2
・
完
）」
民
商
法
雑
誌
一
四
〇
巻
二
号
（
二
〇
〇
九
年
）
二
一
〇
―
二
一
八
頁

を
参
照
。 

（
6
）  

山
本
・
前
掲
（
3
）
四
六
頁
。

（
7
）  

最
大
決
昭
44
・
11
・
26
刑
集
23
・
11
・
1
4
9
0
。

（
8
）  

最
小
一
決
昭
53
・
5
・
31
刑
集
32
・
3
・
4
5
7
。

（
9
）  Branzburg v. H
ayes, 408 U. S. 665 

（1972
）. 
他
方
で
本
判
決
は
、「
ニ
ュ
ー
ス
の
収
集
が
修
正
一
条
の
保
護
を
受
け
ら
れ
な
い
わ
け
で
は

な
い
。
な
ぜ
な
ら
ニ
ュ
ー
ス
を
捜
索
す
る
こ
と
に
対
す
る
何
ら
か
の
保
護
が
な
け
れ
ば
プ
レ
ス
の
自
由
は
骨
抜
き
に
さ
れ
て
し
ま
う
」
と
し
、
連

邦
最
高
裁
が
修
正
一
条
上
の
権
利
と
し
て
「
取
材
の
自
由
」
を
認
め
た
判
決
で
も
あ
る
。Id. at 681.

（
10
）  Pell v. Procunierm

, 417 U.S. 817 （1974

）.

（
11
）  Richm
ond N

ew
spapers, Inc. v. V

irginia, 448 U.S. 555 （1980
）.

（
12
）  Joseph Blocher, Institutions in the M

arketplace of Ideas, 57 D
u

ke L. J. 821, 827 

（2008

）. 

ジ
ョ
セ
フ
・
ブ
ロ
ッ
カ
ー
の
制
度
理
論

は
、「
ア
イ
デ
ア
の
市
場
」
と
そ
の
市
場
の
中
で
取
引
コ
ス
ト
を
削
減
す
る
「
言
論
制
度
（
体
）」
の
役
割
を
重
視
し
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
後
日
別
項
に
て
取
り
扱
う
予
定
で
あ
る
。

（
13
）  

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
シ
ャ
ウ
ア
ー
（Frederick Schauer

）
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
以
下
を
参
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照
。
松
田
浩
「『
修
正
一
条
制
度
』
論
と
学
問
の
自
由
」
浦
田
一
郎
・
加
藤
一
彦
・
阪
口
正
二
郎
・
只
野
雅
人
・
松
田
浩
編
『
立
憲
平
和
主
義
と

憲
法
理
論

―
山
内
敏
弘
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
』
三
〇
四
頁
以
下
（
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
〇
年
）。
奈
須
祐
治
「
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
シ
ャ
ウ

ア
ー

―
合
衆
国
憲
法
解
釈
に
お
け
る
ル
ー
ル
の
意
義
」
駒
村
圭
吾
・
山
本
龍
彦
・
大
林
啓
吾
編
『
ア
メ
リ
カ
憲
法
の
群
像
』
九
九
頁
以
下
（
尚

学
社
、
二
〇
一
〇
年
）。
阪
本
・
前
掲
注
（
4
）。
小
林
伸
一
「
表
現
の
自
由
論
に
お
け
る
脱
原
理
基
底
論

―
Ｓ
・
フ
ィ
ッ
シ
ュ
、
Ｒ
・
ポ
ズ

ナ
ー
、
Ｆ
・
シ
ャ
ウ
ア
ー
の
比
較
検
討
を
通
し
て
」
法
政
論
叢
四
十
二
巻
二
号
（
二
〇
〇
六
年
）
九
八
―
一
三
一
頁
。
小
林
伸
一
「
プ
レ
ス
の
自

由
と
制
度
」
小
谷
順
子
・
新
井
誠
・
山
本
龍
彦
・
葛
西
ま
ゆ
こ
・
大
林
啓
吾
編
『
現
代
ア
メ
リ
カ
の
司
法
と
憲
法
　
理
論
的
対
話
の
試
み
』（
尚

学
社
、
二
〇
一
三
年
）
三
七
頁
以
下
。
横
大
道
聡
「『
修
正
一
条
制
度
論
』
に
つ
い
て

―
ア
メ
リ
カ
表
現
の
自
由
論
の
一
断
面
」
公
法
研
究
七

五
巻
（
二
〇
一
三
年
）
二
四
四
頁
以
下
。

（
14
）  Frederick Schauer, Towards an Institutional First A

m
endm

ent, 89 M
in

n. L. R
ev. 1256, 1274 -1275 （2005

）.

（
15
）  

シ
ャ
ウ
ア
ー
の
「
ル
ー
ル
」
観
に
関
し
て
は
、
奈
須
・
前
掲
注
（
13
）
を
参
照
。

（
16
）  F

red
erick s

ch
au

er, P
layin

g by th
e r

u
le: a P

h
ilo

so
Ph

ical e
xam

in
atio

n o
F r

u
le-b

ased d
ecisio

n m
akin

g in l
aw an

d in l
iFe 

17
-34 （1991

）.

（
17
）  

し
か
し
な
が
ら
、
同
時
に
あ
ら
ゆ
る
「
ル
ー
ル
」
は
推
定
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
、
十
分
な
反
証
を
も
っ
て
覆
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。Id. at 

196 -206.

（
18
）  See, Frederick Schauer, Institutions as Legal and Constitutional Categories, 54 U

CLA. L. R
ev. 1747, 1750 -52 （2007

）.

（
19
）  Id. at 1764. See, Shauer, supra note 14, at 1274.

（
20
）  See, F

red
erick S

ch
au

er, W
h

o D
ecid

es, in Ju
d

ith L
iv

h
ten

berg 208 -209 

（1990

）. 

こ
の
点
に
つ
き
、
シ
ャ
ウ
ア
ー
は
次
の
よ
う
な
原

理
的
な
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
個
々
の
言
論
ご
と
に
背
景
的
価
値
に
資
す
る
か
の
検
討
を
行
う
場
合
、
当
該
言
論
の
有
無
害
悪
を
阻
止

す
る
利
益
の
方
が
、
修
正
一
条
の
背
景
的
諸
価
値
に
よ
り
貢
献
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
と
な
れ
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
言
論
の
自
由
の
優
越
的
地

位
は
無
意
味
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

（
21
）  

奈
須
祐
治
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
条
の
射
程

―
言
論
の
自
由
法
理
の
構
造
に
関
す
る
比
較
法
的
考
察
」
佐
賀
大
学
経
済
学
論
集

第
四
一
巻
第
三
号
（
二
〇
〇
八
年
）
七
八
頁
。

（
22
）  

例
え
ば
、Red Lion

判
決
に
お
け
る
放
送
局
（broadcasting

）
が
そ
れ
に
あ
た
る
と
さ
れ
る
。See, Shauer, supra note 18, at 1754 -

1755.
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（
23
）  Id. at 1754.

（
24
）  

同
様
に
近
年
の
言
論
・
表
現
の
自
由
領
域
に
お
い
て
、
既
存
法
理
を
適
用
す
る
と
不
当
な
結
論
が
導
か
れ
る
「
特
殊
な
状
況
」
に
関
係
す
る
事

案
が
多
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
問
題
意
識
と
し
て
ア
メ
リ
カ
憲
法
学
の
中
で
も
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
。See, G

eoffrey R. Stone, Free 
Speech in the Twenty-First Century: Ten Lessons from

 Twentieth Century, 36 P
ePP. L. R

ev. 273, 278 -280 （2009

）.
（
25
）  
「
制
度
と
は
規
範
的
に
一
般
化
さ
れ
た
行
為
態
度
予
測
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
実
存
す
る
法
も
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
制
度
で
あ
る
」N

iklas 
L

u
h

m
an, The U

nity of the Legal System
, in A

u
to

Po
etic L

aw 12

（1987

）.

（
26
）  Frederick Schauer, Com

m
ent: Principle, Institutions, and the First A

m
endm

ent, 112 H
arv. L. R

ev. 84, n.140 （1998

）.

（
27
）  Schauer, supra note 18, at 1762.

（
28
）  Id. at 1752.

（
29
）  Schauer, supra note 26, at 115.

（
30
）  Schauer, supra note 18, at 1754.

（
31
）  Schauer, supra note 26, at 113 -114.

（
32
）  Schauer, supra note 18, at 1753 -1754.

（
33
）  Schauer, supra note 14, at 1275.

（
34
）  Schauer, supra note 26, at 116.

（
35
）  Schauer, supra note 18, at 1752 -1753.

（
36
）  Schauer, supra note 14, at 1274 -1275.

（
37
）  Id.

（
38
）  Id. at 1274.

（
39
）  Id. at 1275.

（
40
）  Id. at 1274.

（
41
）  

ポ
ー
ル
・
ホ
ー
ウ
ィ
ッ
ツ
（Paul H

orw
itz

）
は
、「
法
と
宗
教
」、「
憲
法
」、「
法
律
専
門
職
」
を
教
示
し
て
い
る
。（http://w

w
w.law.

ua.edu/directory/People/view
/Paul_H

orw
itz

）
彼
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
以
下
を
参
照
。
松
田
・
前
掲
注
（
13
）。
城
野
一
憲
「
修
正
一

条
の
『
制
度
主
義
』

―
ポ
ー
ル
・
ホ
ー
ウ
ィ
ッ
ツ
の
動
態
的
な 

“institution
” 
観
」
早
稲
田
法
学
会
誌
第
六
二
巻
一
号
（
二
〇
一
一
年
）
五
三



プレスの憲法上の位置づけに関する一考察

253

―
九
四
頁
。

（
42
）  Paul H

orw
itz, U

niversities as First A
m
endm

ent Institutions: Som
e Easy A

nswers and H
and Q

uestions, 54 U
CLA L. R

ev. 
1497 （2007

）.
（
43
）  
松
田
・
前
掲
注
（
13
）
三
一
二
頁
。

（
44
）  Paul H

orw
itz, G

rutter

’s First A
m
endm

ent, 46 B. C. L. R
ev. 572 -573 （2005

）.

（
45
）  
敬
譲
（deference

）
と
は
「
あ
る
決
定
権
者
①
が
、
自
身
の
判
断
を
留
保
し
、
他
の
決
定
権
者
②
に
従
う
こ
と
を
、
敬
譲
す
る
側
の
決
定
権

者
（
こ
の
場
合
は
決
定
権
者
①
）
側
が
異
な
る
決
定
に
至
る
可
能
性
が
あ
る
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
行
う
こ
と
」
で
あ
り
、
そ
の
正
当
化
理
由
に

は
、「
法
的
権
威
」
と
「
認
識
的
権
威
」
に
基
づ
く
も
の
が
あ
る
と
さ
れ
る
。（See, Paul H

orw
itz, Three Faces of D

eference, 83 N
o

rtre 
D

am
e L. R

ev. 1061, 1073 -1078 （2008

）.

）

（
46
）  H

orw
itz, supra note 42, at 1516 -1523.

（
47
）  H

orw
itz, supra note 45, at 1102.

（
48
）  Id. at 1134. 

（
49
）  

城
野
・
前
掲
注
（
41
）
七
二
頁
。
城
野
論
文
は
こ
の
点
を
も
っ
て
、
我
が
国
の
「
部
分
社
会
の
法
理
」
と
ホ
ー
ウ
ィ
ッ
ツ
の
制
度
ア
プ
ロ
ー
チ

と
の
間
に
差
異
を
見
出
し
て
い
る
。

（
50
）  See, Shauer, supra note 26, at 107 n. 106. Shauer, supra note 18, at 1763 -1764.

（
51
）  

横
大
道
・
前
掲
注
（
13
）
二
四
七
頁
。

（
52
）  See, Schauer, supra note 26, at 86.

（
53
）  Id.

（
54
）  Arkansas Educational Television Com

m
ission v. Forbes, 532 U. S. 666 

（1998

）. 

同
判
決
に
つ
い
て
は
、
木
下
智
史
「
最
近
の
判
例

Arkansas Educational Television Com
m
ission v. Forbes, 523, 118 S. Ct. 1633

（1998

） 

公
共
放
送
に
お
け
る
候
補
者
討
論
会
は
、
非

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
あ
り
、
当
選
可
能
性
の
低
い
候
補
者
を
討
論
会
か
ら
排
除
し
て
も
、
第
一
修
正
に
違
反
し
な
い
」
ア
メ
リ
カ
法
一

九
九
九
年
（
二
）
三
〇
八
―
三
一
三
頁
を
参
照
。

（
55
）  Id. at 669 -672.

（
56
）  Id. at 669.
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（
57
）  Id. at 672 -676.

（
58
）  Id. at 676 -679.

（
59
）  Id. at 679 -682.

（
60
）  Id. at 682 -683.

（
61
）  Id. at 683.

（
62
）  Id.

（
63
）  See, 2 U

. S. C.

§ 441b （a

）.

（
64
）  Forbes, 532 U. S. at 684 -686.

（
65
）  Id. at 686 -689.

（
66
）  Id. at 689 -695.

（
67
）  Schauer, supra note 26, at 89.

（
68
）  Forbes, 532 U.S. at 669.

（
69
）  Id.

（
70
）  Id.

（
71
）  Id. at 673 -676.

（
72
）  Id. at 670.

（
73
）  Id. at 669, 674 -676, 683.

（
74
）  Id. at 673.

（
75
）  Id. at 674.

（
76
）  Schauer, supra note 26, at 90.

（
77
）  Id. at 91.

（
78
）  Branzburg, 408 U. S. at 681.

（
79
）  

こ
の
よ
う
な
「
独
占
的
な
情
報
収
集
・
伝
達
媒
体
の
保
有
」
に
着
眼
し
た
プ
レ
ス
の
「
代
行
者
」
論
を
批
判
す
る
も
の
と
し
て
、
駒
村
圭
吾

『
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
法
理

―
表
現
の
自
由
の
公
共
的
使
用
』
一
〇
二
―
一
〇
四
頁
（
嵯
峨
野
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）
を
参
照
。
駒
村
は
、
そ
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う
し
た
「
代
行
者
」
論

≒

手
段
的
優
位
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
情
報
公
開
制
度
の
普
及
に
よ
っ
て
消
失
し
て
し
ま
え
ば
報
道
機
関
を
権
利
上
特
別

扱
い
す
る
理
由
が
な
く
な
る
と
し
て
、
手
段
的
優
位
で
は
な
く
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
実
体
的
エ
ト
ス
に
よ
る
優
位
性
こ
そ
が
プ
レ
ス
を
特
別
な

地
位
に
お
く
本
質
的
な
理
由
で
あ
る
と
す
る
。
な
お
執
筆
者
は
、
こ
う
し
た
駒
村
の
指
摘
に
基
本
的
に
同
意
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
80
）  Robert C. Post, The H

artm
an H

otz Lecture: D
iscipline and Freedom

 in the A
cadem

y, 65 A
rk. L. R

ev. 203, 210 -211 （2012

）.
（
81
）  See, Erw

in Chem
elinsky, Content N

eutrality as a Central Problem
 of Freedom

 of Speech: Problem
s in the Suprem

e Court

’s 
A
pplication, 74 S. C

al. L. R
ev. 49, 57 （2000

）.

（
82
）  

プ
レ
ス
の
反
論
権
に
関
す
る
近
時
の
著
作
と
し
て
は
、
曽
我
部
真
裕
『
反
論
権
と
表
現
の
自
由
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）
が
詳
し
い
。

（
83
）  Schauer, supra note 26, at 87.

（
84
）  Schauer, supra note 26, at 86.

（
85
）  D

ale Carpenter, The Value of Institution and the Values of Free Speech, 89 M
in

n. L. R
ev. 1407, 1414 （2005

）.

（
86
）  Schauer, supra note 18, at 1764.

（
87
）  

松
田
・
前
掲
注
（
13
）
三
一
五
頁
。

（
88
）  

松
田
・
前
掲
注
（
13
）
三
一
四
頁
。

（
89
）  H

orw
itz, supra note 43, at 573 -574.

（
90
）  

松
田
・
前
掲
注
（
13
）
三
〇
八
頁
。

（
91
）  

松
田
・
前
掲
注
（
13
）
三
一
四
頁
。

（
92
）  Erw

in Chem
elinsky, The Constitution in A

uthoritarian Institutions, 32 S
u

FFo
lk U. L. R

ev. 441, 461 （1990

）.

（
93
）  

ま
た
こ
れ
以
外
に
も
、
シ
ャ
ウ
ア
ー
自
身
も
認
識
し
て
い
る
よ
う
に
実
社
会
に
お
け
る
経
験
的
事
実
に
基
づ
い
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
は
、
ロ
ナ
ル

ド
・
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
言
う
原
理
領
域
に
あ
る
憲
法
論
が
政
策
領
域
へ
地
滑
り
し
て
し
ま
う
危
険
性
が
指
摘
さ
れ
る
。See, Schauer, supra 

note 14, at 1264 -1269.

（
94
）  

最
小
一
決
昭
53
・
5
・
31
刑
集
32
・
3
・
4
5
7
。

（
95
）  Robert C. Post, Recuperating First A

m
endm

ent D
octrine, 47 S

tan. L. R
ev. 1249, 1271, 1279 （1995

）.

（
96
）  R

o
bert P

o
st, D

em
o

cracy, E
xPeritise, A

cad
em

ic F
reed

o
m: A F

irst A
m

en
d

m
en

t Ju
risPru

d
en

ce F
o

r T
h

e M
o

d
ern S

tate 51 -52 

（2012

）.
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（
97
）  

例
え
ば
ロ
バ
ー
ト
・
リ
プ
キ
ン
は
、
憲
法
学
に
お
い
て
ま
ず
問
う
べ
き
は
、「
ど
の
憲
法
的
ア
ク
タ
ー
が
解
釈
に
責
任
を
有
す
る
べ
き
か
」
で

あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。See, Robert Justin Lipkin, W

hich Constitution? W
ho D

ecides?: The Problem
 of Judicial Suprem

acy and 
the Interbranch Solution, 28 C

ard
o

zo L. R
ev. 1055 

（2006

）. 

本
稿
は
、
報
道
機
関
を
そ
う
し
た
「
憲
法
的
ア
ク
タ
ー
」
の
ひ
と
つ
と
し

て
取
り
込
む
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。

（
98
）  
小
林
・
前
掲
注
（
13
）
六
〇
頁
。

（
99
）  
最
小
三
判
平
2
・
4
・
17
民
集
44
・
3
・
5
4
7
。
同
判
決
に
つ
い
て
は
、「
判
例
研
究
　
最
高
裁
判
所
民
事
判
例
研
究
（
民
集
44
巻
3
号
）」

法
学
協
会
雑
誌
第
109
巻
第
7
号
、
一
二
五
〇
―
一
二
六
三
頁
を
参
照
。

（
100
）  

こ
の
点
に
つ
き
、
園
部
判
事
に
よ
る
補
足
意
見
は
「
日
本
放
送
協
会
等
に
多
大
な
法
的
・
社
会
的
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
っ

て
妥
当
で
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
（
前
掲
注
（
99
） 

補
足
意
見
参
照
）。
ま
た
堀
部
政
男
も
、
放
送
業
者
に
こ
う
し
た
カ
ッ
ト
権
限
を
認
め
る

と
、
政
見
放
送
に
よ
り
名
誉
棄
損
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
、
不
法
行
為
法
上
、
放
送
業
者
も
候
補
者
と
連
帯
し
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
り
、
そ
れ
は
政
策
的
に
妥
当
で
は
な
い
と
指
摘
す
る
。（
堀
部
政
男
「
放
送
局
に
重
い
責
任
課
す
」
一
九
八
六
年
四
月
二
三
日
付
民

間
放
送
紙
四
面
を
参
照
。）

（
101
）  Joseph Blocher, Sym

posium
: The First A

m
endm

ent in the M
odern A

ge: Essay: Public D
iscourse, Expert Knowledge, and The 

Press, 87 W
ash. L. R

ev. 409 

（2012
）. 
ジ
ョ
セ
フ
・
ブ
ロ
ッ
カ
ー
は
本
稿
に
お
い
て
、
ロ
バ
ー
ト
・
ポ
ス
ト
の
学
問
の
自
由
領
域
に
お
け
る

「
管
理
」
並
び
に
「
知
識
」
の
文
脈
ア
プ
ロ
ー
チ
を
参
考
に
し
つ
つ
、
調
査
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
い
っ
た
「
学
問
に
匹
敵
す
る
プ
レ
ス
は
、
民
主

的
能
力
の
価
値
の
下
で
修
正
一
条
の
保
護
を
受
け
る
べ
き
」
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
日
改
め
て
別
稿
に
て
検
討
し 

た
い
。

水
谷　

瑛
嗣
郎
（
み
ず
た
に
　
え
い
じ
ろ
う
）

　
所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

　
最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

　
専
攻
領
域
　
　
憲
法


